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総務市民委員会 会議録 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和元年１２月２日（月曜日） 

午後１時２９分開会、午後５時１６分閉会 

場 所 第３委員会室 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 程 

 １ 開 会 

 ２ 委員長あいさつ 

３ 協議事項 

（１）消防本部関係 

（２）市長公室関係 

（３）総務部関係 

（４）市民生活部関係 

４ その他 

５ 閉 会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（８名） 

 委員長  島岡 宏明 

副委員長 今野 貴子 

 委 員  久松 猛 

 委 員  吉田 博史 

 委 員  吉田千鶴子 

 委 員  海老原一郎 

 委 員  柴原伊一郎 

委 員  篠塚 昌毅 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（０名） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者（２６名） 

市長公室長       船 沢  一 郎 

総務部長        望 月  亮 一 

市民生活部長      小松澤  文 雄 

消防長         飯 村   甚 

消防次長        塩ノ谷  秀 雄 

政策企画課長      山 口  正 通 

財政課長        佐 藤   亨 
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広報広聴課長      羽 成  健 之 

総務課長        真 家  達 成 

人事課長        今 野   修 

管財課長        渡 辺  善 弘 

市民活動課長      飯 泉  貴 史 

生活安全課長      坂 本  英 宣 

市民課長        佐 野  善 則 

環境保全課長      佐 賀  憲 一 

環境衛生課長      五 来   顕 

消防総務課長      嶋 田  邦 彦 

予防課長        谷田貝   修 

警防救急課長      岩 松  克 彦 

道路課長        草 間  正 志 

学務課長        元 川   宏 

消防総務課課長補佐   堀 本  良 博 

人事課研修係長     岩 本  裕 志 

道路課地籍調査係長   飯 田  隆 俊 

学務課保健給食係長   藤 田  和 紀 

消防総務課主幹     岡 野  政 和 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席 

主 査  寺嶋 克己 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者（１名） 

 男 ０名 

 女 １名 

 

田子 優奈  議 員 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○島岡委員長 おはようございます。ただ今から総務市民委員会を開催いたします。今

回は事前の委員会でありますので，本会議に上程される案件についての詳しい質疑は，

基本的に定例会中の本委員会で行うことにしたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

これより消防本部の報告事項について協議を行います。消防本部資料に基づき，令和

元年度一般会計補正予算（第５回補正）１０月９日付専決処分について説明願います。 

○嶋田消防総務課長 令和元年度一般会計補正予算（第５回補正）１０月９日付専決処

分についてご説明いたします。１補正理由でございますが，本件は令和元年９月９日か

ら１０日にかけて関東地方に接近上陸しました台風１５号により，消防本部所管施設，

設備が被災し，修繕対応に要した補正予算専決処分状況のご報告となります。２の被害

状況及び予算要求額をご覧ください。①消防水利標識損壊２０箇所。職員での修繕対応

として２６万４,０００円。②消防水利標識損壊２０箇所を業者への修繕依頼分として

１２５万４０００円。③消防団第１６分団車庫において屋根の雨漏り，天井板の一部脱

落が発生したことにより６６万円。④第２６分団車庫の屋根の破風板が一部脱落したこ

とにより１万１，０００円。⑤第２８分団車庫の外灯電線の破断及び屋根の棟が一部脱

落したことにより５万円。⑥第３２分団車庫の屋根瓦及び軒天が一部脱落したことによ

り６万６，０００円。⑦藤沢地内の消火栓ホース格納箱１基が倒壊したことにより１３

万円。⑧消防本部所有屋外倉庫が損壊したことにより１００万円。以上，８項目の被害

対応分として３４３万５，０００円の補正予算の要求を行わさせていただきました。３

の補正額でございますが，第１１款災害復旧費第３項総務関係災害復旧費第２目消防施

設災害復旧費にて予算措置を受けております。内訳としまして，第１１節需用費に対し

２３０万５，０００円。第１８節備品購入費に対し１１３万円。合計３４３万５，００

０円の補正予算専決処分を受けていることをご報告いたします。被害状況写真の抜粋を

下段に掲載いたしました。見にくい写真で申し訳ありませんが、左側が水利標識被害状

況写真２枚、右側が分団車庫の軒天被害状況の写真となります。説明は以上です。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○海老原委員 今回１５号なんだけれども，１９号についても次回出てくるのかな。 

○嶋田消防総務課長 １５号で消防本部で風速を測定した結果，瞬間最大で３７．３メ

ートル吹きました。１９号の時にはどちらかと言うと雨が多く降っていまして，瞬間最

大で２８．１メートルと９メートル以上の差が出ました。たぶん１５号が通過した時に

弱い所が壊れてしまって，１９号の時には被害が出なかったのかと予測されます。 

○飯村消防長 実際被害はないということです。 

○海老原委員 はい。わかりました。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，消防団車両に係る物損事故について説明願います。 

○嶋田消防総務課長 消防団車両に係る物損事故について報告いたします。１事故日時
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は令和元年９月７日土曜日午後１０時００分頃です。２発生場所ですが，土浦市大畑１

５３番１新治運動公園駐車場内となります。３事故内容ですが，新治運動公園駐車場に

て，消防ポンプ操法，県南北部支部大会に向け操法訓練を実施していた第３８分団車両

が，訓練終了後に車両の後退を行う際，左後方に停車していた軽トラックに接触したも

のでございます。消防団車両については，損傷はありませんでした。４支払金額２４万

９２０円。５添付書類としまして３ページをご覧ください。上４枚が物損事故状況写真

でございます。下側が説明図でございます。６その他，和解済みの案件となります。説

明は以上です。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

次に，歳末消防特別警戒の実施について説明願います。 

○岩松警防救急課長 歳末消防特別警戒の実施についてでございます。期間は，１２月

２５日から３１日までの１週間となります。土浦市消防団と消防本部は，年の瀬の慌た

だしい中，火災等の発生が予想されることから警防態勢を強化し，良い新年が迎えられ

る様歳末消防特別警戒を実施致します。内容にあっては，人員の増強をはじめ消防団・

消防署の広報活動等を行います。以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，令和２年土浦市消防出初式について説明願います。 

○岩松警防救急課長 令和２年土浦市消防出初式についてでございます。消防団と消防

本部の消防力を市民の皆様にご披露する，年に１度の機会となります。この出初式を通

して，消防へのご理解と信頼を深めて頂き，火災予防思想の普及を図ることを目的とし 

実施致します。日時は，令和２年１月１１日土曜日となります。会場につきましては，

市民会館が工事のため土浦市消防本部田中地内で実施いたします。時間については観閲

式が８時３０分から消防本部屋外で式典は９時から消防本部３階講堂で実施し，場所を

移動して１０時４５分から土浦市役所うらら広場で木遣り歌と梯子乗りが行われ，また

１１時１０分から市役所周回道路で分列行進を行います。消防車両４０台ほどとなりま

す。１１時５５分からは土浦港で，一斉放水を行う年初めの恒例行事となります。私ご

とですが，一斉放水なんですが，お勧めポイントベストポジションは，港町から筑波山

をバックに一斉放水を撮影すると晴れた日は，虹も浮かびインスタ映えする写真が取れ

ると思います。以上となります。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。その他消防本部から何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 委員から何かありますか。 
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（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 消防本部の皆さんは退席して結構です。 

       （消防本部退席） 

（市長公室入室） 

○島岡委員長 これより市長公室の案件について協議を行います。市長公室資料に基づ

き，令和元年度土浦市一般会計第７回補正予算（案）について，ふるさと土浦応援寄付

事業を説明願います。 

○山口政策企画課長 資料１枚お捲りいただきまして，１ページをお願いいたします。

ふるさと土浦応援寄付事業に係る補正予算についてでございます。ふるさと土浦応援寄

付。いわゆるふるさと納税につきましては，９月議会で補正増させていただいたところ

ですが，この時の試算を上回るペースで寄付が寄せられまして，これに伴いまして，歳

出，委託料不足が見込まれますことから，再度，補正増をお願いするものでございま

す。補正額でございますが，まず，歳入につきましては，当初予算で１億円，９月議会

で２億円補正増いたしまして，現予算では，寄付額３億円と見込んでおりましたが，３

番のこれまでの実績欄の一番下に記載してありますように，現在，１０月までの実績で

１億１，４２９万８，０００円の寄付をいただいておりまして，これは，これまで寄付

額の一番多かった平成２８年度の１０月までの実績の１．１４倍にあたることから，今

年度の歳入を平成２８年度の年間寄付額を１．１４倍した４億３，０００万円に上方修

正するものでございます。寄付額の増加の理由につきましては，返礼品を増やしている

ことや前回もご説明させていただきましたが，本年６月からふるさと納税の指定制度が

スタートいたしまして，その指定基準が返礼品は割合３割以下の地場産品とされるな

ど，同じ条件下での競争となり，これまでの不利な状況が改善したこと，泉佐野市など

返礼割合の高かった自治体が除外されたことなどが主な理由と考えられます。また，こ

れに伴う委託料でございますが，寄付金額の増加に伴いお礼品代金，送料及びＰＲ，寄

付管理，配送管理等の一括委託料も７，２７４万１，０００円程増えることが予想され

ますので補正増をお願いするものです。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○吉田（博）委員 これ，月別で言うと１２月が一番多い金額が来るんだよな。 

○山口政策企画課長 吉田（博）委員のおっしゃるとおりでして，寄付額の年間の寄付

額の約半分が１２月に集中しております。 

○吉田（博）委員 はい。わかりました。いいことだ。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，土浦市自転車のまちづくり構想策定に係るパブリック・コメントについて説明

願います。 

○山口政策企画課長 土浦市自転車のまちづくり構想策定に係るパブリック・コメント

の実施についてご説明させていただきます。本市における自転車施策を計画的に展開す
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るため，現在，本市の自転車推進計画となります自転車のまちづくり構想を策定中でご

ざいます。この構想につきましては，外部有識者等１８名で構成いたします自転車活用

推進会議において，これまで３回にわたりご審議をいただき，今般，その案がまとま

り，パブリック・コメントを実施することとなりましたのでご報告させていただきま

す。資料の２ページをお願いいたします。実施につきましては，２番にもございますと

おり，１２月１６日月曜日から１月１５日水曜日まで。公表方法については，広報紙，

市のホームページで周知するとともに，市役所，支所・出張所，各地区公民館で閲覧す

ることが出来ます。このほか，ツイッターやつちまるファンクラブ等も活用し，周知に

努めてまいりたいと思います。それではここで今回パブリック・コメントを実施いたし

ます土浦市自転車のまちづくり構想（案）について説明させていただきます。なお，地

方版の自転車活用推進計画の方には，効果的，効率的に自転車通行空間を整備するため

に，自転車ネットワークを構成する路線と整備方針を定めた自転車ネットワーク計画を

位置付けることとされておりまして，本市でも，現在，都市計画課で策定を進めている

ところでございます。パブリック・コメントでは，ネットワーク計画も含めまして，意

見の方を募って参りたいと考えております。案の方を２枚ほどおめくりいただいて，１

ページをお願いいたします。まず，計画の背景・目的でございますが，１ポツ目，自転

車は日常生活における身近な移動手段やサイクリング等のレジャーの手段として多くの

人々に利用されております。３ポツ目，このような中，国において平成２９年５月に自

転車活用推進法が施行され，市町村は区域の実情に応じた自転車活用推進計画を定める

よう努めなければならないとされました。４ポツ目，本市においては平成２８年１１月

につくば霞ヶ浦りんりんロードが開通，その後，サイクリング拠点施設として，りんり

んスクエア土浦，りんりんポート土浦が開業，先月には，りんりんロードが国が創設し

たナショナルサイクルルートに指定され，こうした自転車利用環境を活用した交流人口

の拡大，自転車の安全利用が重要となっております。５ポツ目，このようなことから，

自転車を活用した地域の活性化及び自転車文化の醸成を図るため，自転車活用推進計画

として土浦市自転車のまちづくり構想を策定するものです。２ページをお願いいたしま

す。計画の区域は，土浦市全域，計画期間は令和２年度から令和４年度までの３年間と

し，本計画は，国の自転車活用推進計画，県のいばらき自転車活用推進計画，本市の総

合計画を踏まえるとともに，関連計画の整合を図りまして，本市における自転車施策の

最上位計画として位置づけをするものでございます。９ページをお願いいたします。９

ページからの第２章では，自転車利用の現状と課題として，９ページから自転車を取り

巻く状況，１６ページからが地域特性，２０ページからが統計やアンケートによる生活

面・観光面の利用状況，５４ページに県，周辺市町村，事業者との連携状況と続きまし

て，５５ページで本市における自転車の課題を整理しております。本市における課題と

いたしましては，（１）交通安全関係では，自転車交通ルールの普及・遵守。自転車保

険及びヘルメットの普及。（２）自転車利用環境関係では，自転車通行空間の改善。駐

輪マナーの向上。５６ページにまいりまして，（３）健康増進関係では，市民の運動不

足の解消。自転車利用環境の認知度向上。（４）サイクルツーリズム関係では，サイク
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リストの消費拡大。自転車施策の認知度向上。サイクリング環境の改善が課題として挙

げられております。５７ページをお願いします。目指すべき姿・目標・施策でございま

す。まず，目指すべき姿を「あらゆる世代が自転車を安全・快適に利用でき自転車で健

康を育む自転車でにぎわう自転車のまちつちうら」としております。また，先ほど挙げ

ました課題を生活面とレジャー・スポーツに整理し，課題に対応した目標を掲げており

ます。１つ目が，自転車事故のない安心・安全な社会の実現。２つ目が，安心して自転

車を利用できる環境の創出。３つ目が，自転車利用の普及促進と自転車を活用した市民

の健康増進。４つ目といたしまして，サイクルツーリズムの推進による地域の活性化。

この４つを目標として掲げております。５８ページから６１ページが各目標における施

策，成果指標となっており，６２ぺージから７１ページが各目標，施策に対する具体的

な実施内容となっております。自転車のまちづくり構想についての説明は，以上でござ

います。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○柴原委員 りんりん道路。毎回言っているけれども，草刈りをもう少しやってもらわ

ないと困る。あれはひどい。特に坂田の先。 

○山口政策企画課長 つくばの方のりんりんロードに関しては，県道ということもござ

いますので，県の方にこちらの方からしっかり要望等をしていきたいと思いますので，

よろしくお願いします。 

○久松委員 この中に入っているだろうとは思うんだけけれども，安心で安全で利用で

きる環境性という点で言えば，自転車レーンを整備していく，促進していくと思うんだ

けれども，その辺はどこかに盛り込まれているの。 

○山口政策企画課長 自転車レーンのお話がございましたが，そちらの方は自転車のネ

ットワーク計画というものを今都市計画課の方で，計画を策定中でございます。ガイド

ラインによりますと一定の交通量ですとか，そういったものによって自転車レーンを設

ける道路ですとか，あるいは自転車がここを走るんだというような矢羽根を引いたりと

か。そういった計画等もなされているようでございますので，そちらのネットワーク計

画の方で整備をしていくということになっております。 

○吉田（千）委員 安心・安全なやり方ということでは，６５ページには，子どもが自

転車を楽しめる環境づくりということで，子どもに対して，ここに載っているのです

が，ぜひ初心者の方々。大人も含めて，いかに乗っていただく人を増やすかという点で

もぜひ，こういうことを定期的に教室というか，楽しんでいただける。りんりんポート

を活用してですね，やっていただけたらありがたいかなという風に思います。私も先

日，つくば市の方をお迎えする時に，議長提案で，議長ちょっとその時所用で参加でき

なかったんですが，私もそういう機会がないとなかなか乗らないなと思って，つくばの

りんりんロード。藤沢をすぎて往復で３０キロくらいですけれども，乗ってきたんです

けれども。とても平坦な道で初心者がまさに乗りやすい環境だなということで，やはり

そこを活かしてということであれば，多くの人に親しんでもらう。特に春，秋。紅葉だ

ったり，花が咲く時期だったりと。とても素晴らしいなと感じましたので，ぜひ，そう
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いった企画も検討していただければ。もしかしたら入っているかもしれません。よろし

くお願いします。 

○山口政策企画課長 今吉田（千）委員の方からご意見をいただきました。ありがとう

ございます。自転車が乗れない子どもたちに自転車教室を開いてまして，大変盛況で

す。やるたびに定員いっぱいになるほどの子どもたち。たくさんの子どもたちに来てい

ただいております。それから大人にもというお話をいただきまして，いかに市民の方た

ちに自転車に乗っていただくか，環境を整備したものを利用していただくかということ

がこれからの課題になってくると思いますので。まちづくり市民会議等でサイクリング

の企画などもしているということもお伺いしておりますので，そういったことも合わせ

て市民に対する施策というのもこれから考えて計画していきたいと考えております。 

○海老原委員 １５ページか。今，自転車の事故で高額になってきている。自転車保険

の重要性を謳っているんだけれども，もう少し謳った方がいいんじゃないかと思うのが

１点と。他市で自転車保険についての補助制度を取り入れているところ。全国にあると

思うんだけれど。今は全然考えていないと思うんだけれど。いずれにしても，もうちょ

っと自転車保険の加入に対しても強く訴えてほしいなと。 

○山口政策企画課長 自転車保険についてのお話がございました。子どもですとかが事

故にあって，親が大変多額の賠償金を請求されるという事例がすごく見受けられている

ところでございます。そういった中で条例で義務化されているようなところもあるんで

すけれども，基本的には罰則規定はないということで，これは普及・啓発を図っていく

以外ないのかなと考えております。例えば，高校生とか，そういったところにも高校に

行って，こういう事例があるということで，普及・啓発の方を図って参りたいという風

に考えております。補助金の話につきましては，これから研究の方をさせていただきた

いと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○吉田（博）委員 ２つばかりあるんだけれど，まず，前の総合計画策定の時にもお話

したと思うんですけれども，パブコメをやって，そのパブコメを出す。市民に対しての

市の考え方をホームページなどに掲載するんだけどね。あまりにも市の考え方が簡単す

ぎて，雑すぎて，パブコメを出してくれる市民に大変失礼だと言ったことがあるよね。

パブコメで意見を言ってくれる市民に対しては丁寧に対処しないと，どんどん意見がね

無くなってきちゃうんだよね。そういう傾向にあるんだよな。総合計画においてもパブ

コメが出てないなというのがあるからね。ただ，これはやらなくてはいけないというこ

とがあるから，やはり，より多くの意見を吸い上げるのには，市の考え方を，意見に対

する考え方をきちっと。２，３行で終わるようなことはやめようよな。頼むよ。それ

と，もう１点は，国の方で活用推進法が出来て，県ももちろんやる。各市町村も推進計

画を作ると。よく役所のやるパターンなんだよ。こういったものを作りなさいと。作っ

た後に，さあ何かをやる時に国としての補助金が出ますよというようなのが通常なんだ

けれども，やはりこれも，そういうような考えでいいのかな。今後土浦市が自転車に関

してのいろんな事業を政策を進める中でやはり該当するものがあれば補助金の対象にな

るということはあるのかな。 
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○山口政策企画課長 パブリック・コメントでございますけれども，以前にも吉田

（博）委員からそういったご指摘をいただいておりまして，なるべく細かく丁寧に説明

するように心がけておりますので，今後もそういった姿勢でパブリック・コメントの意

見に対して真摯に答えてまいりたいと思っております。自転車活用推進計画を作って補

助金なり交付金が対象となるのかと言ったご質問かと思います。これ自体につきまして

は補助金や交付金が付くというようなことは，特段ございません。ただ，ナショナルサ

イクルルートに指定されまして，その指定によりまして，社会資本整備交付金が付きや

すくなるといったことは，国の方からアナウンスされておりますので，そういったこと

を活用して自転車施策の方を進めてまいりたいという風に考えております。 

○吉田（博）委員 やはり国の方もそういった考えでやっているから，市の方としても

積極的にいろんな補助金なり交付金なり，対象となるものを探して進めて行くように。

財政が財政なんだから。なあ佐藤課長。積極的に進めて行こうな。 

○島岡委員長 例えば，どういうような補助金が付きやすいとか。 

○山口政策企画課長 さきほど久松委員からありましたように自転車専用レーン，何て

いう話もありましたけれど，矢羽根を引いたり案内板を整備したりと，環境の整備の

方，ハード面については，社会資本整備交付金の対象となると考えておりますので，例

えば自転車道を整備しましょうということにも付くのではないかという風に思っており

ます。 

○島岡委員長 自転車道に付帯する何かとか。それは用途にもよるけれど。 

○山口政策企画課長 付帯するものにも対象となると。案件，案件，個別にあるとは思

うのですけれども，対象になると考えております。 

○吉田（博）委員 国もこれ一応法律は作ったものの，さてその中で細かいような内容

というのはまだ精査している段階かな。これは。 

○山口政策企画課長 国の計画は，雑駁なものでして，細かい計画は県や市町村が作っ

て，自転車をもっと活用したらいいでしょうと。自転車の利便性，健康増進。そういっ

た排気ガスを出さないとか，そういったことを含めまして自転車施策を全国的に進めて

行ければ日本全体としてですね，いい方向に進んでいくだろうという考えの元に自転車

施策を各市町村に作りなさいというようなことで始まったものです。 

○吉田（博）委員 国は各市町村。県が作った計画を元にこれからまた精査していくと

いう考えでいいんだな。はい。わかった。 

○吉田（千）委員 今の社総交の話なんですけれども，ぜひこれからインバウンド。そ

ういったことも含めて，これを活用していただける。まあ，今のお話ですとどこまで活

用できるのかわかりませんけれども，ぜひそういったこと。それから土浦市主催のサイ

クルイベント。そういったこともぜひ企画をしていただいて，そのところが使えるので

あれば。早くお金を引っ張ってきてもらいたい。そして計画に載せていただければ，土

浦市発信ということでいいのかなと思いますので，ぜひ検討していただきたいと思いま

す。 



10 

 

○山口政策企画課長 今インバウンド対策ということでお話がありまして，台湾の方な

どもりんりんロードに自転車を乗りに来ていただいているということのお話も伺ってお

りますし，ホテルに泊まる外国人が増えていると聞いておりますので，ぜひそう言った

ことでインバウンド対策の方にも力を入れてまいりたいという風に思っております。そ

れからサイクルイベントについてご意見の方がございました。来年８０周年ということ

もございますので，そういったことと含めながら，何かしら出来ないかという風にこち

らも今企画検討しているところでございますので，よろしくお願いいたします。 

○吉田（千）委員 ぜひ進めていただきたいと思います。３月には駅前に星野リゾー

ト。ホテルが入りますのでね。そういったことも含めて，ますます自転車のまちづくり

を大きく拡大していただければと思います。 

○篠塚委員 自転車のルールと保険とヘルメットと出ているんですけれども。中学生は

通学時にヘルメットをかぶることが原則となっておりますが，小学生は決まっていな

い。保険も自転車を購入した時に盗難保険は入るけれども普通の保険は入っていないと

いう状況の中で，教育現場の中でどのように推進していくのかは今後の課題なのか。が

１点。もう１点。今，ながら運転が昨日から厳しくなりましたけれども。自転車もなが

ら運転が非常に多い。イヤホンを両方に付けてとか。それに関して土浦市独自の自転車

の条例みたいなものを今後制定していくことを考えているのか。その２点をお伺いした

いのですが。 

○山口政策企画課長 盗難保険ですとか，そういったことの教育現場での対応のご質問

かと思います。この計画の中でも自転車教室を学校で開催してはどうかというお話もご

ざいますし。外部の有識者会議を開いた時にもそういった教育現場の方と連携をして，

そういった保険ですとかヘルメットの話ですとか，そういったものも普及・啓発を小学

生，中学生，高校生にまで広めて広くやっていってはどうかというご意見をいただいて

おりますので，教育現場の方と連携をしまして，そういった啓発活動といったことは重

点的に進めて行きたいと思っております。それから，ながら運転のお話がございまし

た。つくば市でスマホを見ながらイヤホンをして自転車を運転していた学生が高齢の方

とぶつかって死亡させてしまったという事件の方も発生の方をしてございます。そんな

中でさきほど条例のお話をさせていただいたんですけれども，自転車の条例に関して私

ども今いろいろと調べているところなんですが，自転車の条例には決まりがないところ

がございまして，ひな形も基本的にはない。自転車のまちづくり条例みたいなものを制

定しているところもあれば，安全利用条例というようなものを制定しているところもご

ざいます。その中でヘルメットですとか保険の啓発とか，義務化とかという話も出てい

るんですけれども，ひな形が無くてばらばらなんですね。ですので条例を制定するので

あれば，どういった条例が土浦市にとっていいのかというものも含めまして，一度ちょ

っと整理する必要があるのかなという風に考えているところでございます。 

○篠塚委員 ヘルメットの件は牛久市では小学生は通学時でヘルメットをかぶっていま

すよね。自転車を乗るのと同じような感じで。そういう形で今後小学生にヘルメット着

用を補助制度にするのか。中学生は自分で買うのを義務付けられているんですけれど，
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そういうことを考えて検討していただきたい。ヘルメットってかぶり慣れないと，なか

なかかぶらないと思うので。保険の件は，もうちょっと自転車を購入する時に販売先と

よく連携を取るとか。そういうことをしていかないとなかなか自転車保険というのは加

入しないと思うのでその辺よろしくお願いします。条例の件も今後検討材料として，い

ろんなものがたくさん出ると思うので，違法駐輪の罰金の件も出てくるし，いろんなこ

とが出てくるので，検討していただければと思います。 

○海老原委員 りんりんロードを走っていると矢羽根は知っているんだけれど，自転車

ラインね。五中地区はやっているのはわかっているんだけれど，それ以外にやっている

ところを今日じゃなくていいからあとで資料を出してくれる。 

○山口政策企画課長 今現在で引いてあるのは，海老原委員からご指摘があったところ

でして，これからやろうとするところが自転車ネットワーク計画の方に位置付けられて

おりますので，そのネットワーク計画案の方を皆さまの方に後ほど資料提供の方をさせ

ていただきます。 

○海老原委員 ということは，自転車レーンは五中地区のところだけか。矢羽根は置い

ておいて。 

○山口政策企画課長 私が記憶している中では，田村沖宿線のみかなという風に思って

おります。 

○吉田（千）委員 さきほど篠塚委員さんがお話されておりました子どものヘルメット

の件なんですけれども，最近よく子どもたちもカラフルなヘルメットをかぶっているよ

うな状況があるんですが，ご提案いただいたものを含めて，ぜひ販売店にですね，セッ

トで進めていただけるように。自転車を買う時には安全対策として必ず着用した方がい

いですよということを業者の方にも呼び掛けていただいて，そういった形をとっていた

だければ親御さんに購入していただけるという可能性があるという。お願いしたいかな

とおもいます。 

○山口政策企画課長 ありがとうございます。さきほどの保険の件も含めまして，自転

車販売店の方には，これから必ずヘルメットの方の着用と保険に関しては加入してくだ

さいというような形で，こちらの方から普及の方を図っていきたいと思います。 

○久松委員 都市計画サイドで進められている自転車ネットワーク計画。これも同時に

パブコメにかけるんですか。 

○山口政策企画課長 形態といたしましては，まちづくり構想の中にネットワーク計画

というものを位置づけするという風になっておりますので，計画自体は都市計画課が策

定はしているものなんですけれども，パブコメに関してはまちづくり構想という中で一

体となってパブリック・コメントにかけたいと思っております。 

○久松委員 まちづくり構想の中の一つのパートとしてネットワーク計画があるよとい

う風に理解していいんですか。 

○山口政策企画課長 はい。そのような形になります。 

○吉田（博）委員 出されたパブコメは委員会にも後でまとめて報告あるよな。 

○山口政策企画課長 はい。 
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○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，専決処分の承認について令和元年度土浦市一般会計第５回補正予算（令和元年

１０月９日専決）の説明願います。 

○佐藤財政課長 ３ページをお願いします。専決処分ということで補正予算を専決処分

させていただいたというものです。補正の理由ですが，３ページの上段に書いてありま

すが，平成２１年度借入分借換条件付発行借換債ということで，これは毎年条件付で借

入れている部分でございますけれど，令和元年度は平成２１年度に１５年満期で借入れ

たものを契約により１０年後，本年度ですね，利率を見直して借換えるというもので，

そういう条件になっているということで，本年度，償還と借換。同額を市債と公債費及

び当初予算，第２表地方債を予算計上させていただいているところでございます。しか

し，平成２１年３月借入分の３件がございまして，本年１０月に金融機関とデータリス

トを照合精査したところ平成２１年度当初借入時にリスト管理をしていたところでござ

いますが，リストにもれがあったということでございます。よりまして，当該借入につ

きましては，当初予算に未計上でありまして，こちら借換えによります地方債の歳入，

それから償還によります公債費の歳出，こちらは同額なんですが，その部分と地方債の

増額に対する当初予算の地方債。第２表の地方債の補正を，補正予算の計上をさせてい

ただくものでございます。こちらにつきましては，借換期日が決まっておりまして，１

２月２０日になりますことから，早急の予算措置が必要だったため，専決処分とさせて

いただくものでございます。表の１でございますね。３ページの下段にありますが，こ

れが平成２１年度の借入分の借換え条件付発行借換債のリストでございまして，表の上

の方でございますが，借換え年度平成３１年度，令和元年度の借入分。借換え年度当初

予算ということで２億６，９３４万４，０００円となっているところでございまして，

これを当初予算で借換えをするというような予算の計上の仕方をしておりました。こち

らは右側の方に括弧でくくっておりますが当初予算ということで２１年５月に借入れた

ものでございまして，こちらについては３１年，今年度の５月２０日に借換えが済んで

いるものでございます。しかし，その下計上もれ分とありますが，３件の分でございま

すが，こちらの分について計上もれがございまして，３，３４６万円という部分です

が，これを償還と借換の借入分をこちらの計上もれ分がありますことから，こちらにつ

いて地方債の関係の補正をさせていただくというものでございます。４ページをお願い

します。３ページの表の要所の部分を各科目で載せたものでございますが，平成２１年

度借換条件借換債について，令和元年度当初予算額，償還額①２億６，９３４万４，０

００円と，借換えは令和元年５月２０日でございまして，同額を借り換えるいうもので

ございました。当初予算の元の借入は２２年３月でございまして，もれ分がございます

けれど，こちら３，３４６万の分を本年１１月２０日に借換えする分でございますが，

こちらについて，同額をもれていたということで今回計上させていただくというもので

ございます。その下でございますが，具体的な補正内容でございまして，第１表の歳入
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歳出補正予算。歳入でございますが，上の方の②と④でございます。借換額ということ

で，市債ということで過年度借入れる条件付借換債。３，３４６万円を追加させていた

だく。その下，歳出でございまして，表の２の３の部分ですね。こちら同額３，３４６

万円。こちらを償還額，公債費を補正計上させていただくというものでございます。そ

れから一番下，第２表の地方債補正でございますが，変更ということで，起債の目的は

過年度借換条件付発行債借換債。こちらを補正前が２億６，９３４万４，０００円であ

りまして，表の２の②の部分でございますが，それを補正後，３億２８０万４，０００

円。表の⑥の部分になりますが，補正額３，３４６万ということで地方債補正をこのよ

うに計上させていただくというものでございます。５ページでございますが，参考でご

ざいますけれど，借換え前，借換え後の利率と利子の差額というものでございまして，

上段が当初予算計上分でございまして，真ん中に利率とございまして，借換え前が１．

５，本年度借換え後につきましては，０．２７で残りの５年間を償還していくというも

のでございます。利子については，総額で９０６万７，５７９円ほどの利子が減るもの

でございます。その下，計上もれ分でございますけれど，当初借入は１．５であったも

のを借換え後０．２９になりますので，その分が１１０万ほど利子が減になるというも

のでございます。５番の下でございますが，今後の対応策といたしまして，借換え時期

のリストもれによる未計上の防止対策ということで，既存の借換債については，リスト

で計上しておりますが，全件を市と金融機関の借入リストを再度付け合せると。それか

ら新規の借入額についても，借換え後に金融機関とリストの付け合せを確認するという

ことで，当初予算計上の際にも合わせてもう一度確認をするというものでございます。

こちらにはちょっと載せてはございませんが，今後エクセルというパソコンで管理をし

ているものでございますので，システムがございますので，システムの起債と連動して

添付を出来ないかどうかをちょっと，今後検討していくというものでございます。いず

れにしても，歳入歳出総計予算主義の原則で計上しなくてはいけないものでございます

ので，もれていたものでございますので，大変申し訳ございませんでした。以上です。

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○久松委員 あってはならないミスなんだよな。こんなことは。ね。なんで起きたの，

その辺は分析しているの。 

○佐藤財政課長 ３ページにございますけれど，借換債の借入れた時にリストを作る訳

ですが，５月に借入れて，それから３月に借入れた訳でございますけれど，リストを作

成する際に，３月分の部分をパソコンで管理する時にこれがもれていたということで，

１０年後これに則って借換えを行うということで，金融機関等と照合したところもれて

いたということが判明したので，これは人為的なミスということになります。 

○久松委員 金融機関と照合しなければわからないということ自体がおかしいんだよ。

そうでしょ。当然，照合精査すれば，まあ，金融機関の方でもれているということあり

えない訳だから，金融機関側から指摘される訳でしょ。そうでしょ。 

○佐藤財政課長 すいません。実際，１０月に１１月２０日に今度借換えをする分があ

るということで，金融機関と事前に銀行の方から申し出があって，それで精査したとこ
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ろもれが判明したというようなところなので，本当にこちらが気付かなかった部分なの

で，本当にこれは私どものミス以外にないということです。 

○久松委員 パソコンのシステムにエクセルを使っているって言うんだけれど，その辺

のシステムで，こういったミスを事前防止するようなシステムは出来ないのかな。 

○佐藤財政課長 はい。当初借入れて借換えるという部分にはシステムには反映されて

いなくて。借換えをするという部分だけは，パソコンのエクセル管理見たいな。これは

ずっと，毎年この表がございまして，その表を見ながら，今度借換えがあるなという風

に管理してやっているもので，元のパソコンの手入力のシステムではなくて，借換えた

時にシステムに反映しますので，それをうまく利用して１０年後には，その部分が借換

えがあるというようなことがわかるようなシステムですぐ反映する。そのシステムを反

映して実際に帳票管理できるようなシステムを改修出来ないかどうかちょっと検討させ

ているところでございます。 

○久松委員 それ出来るだろ。そういうシステムは。 

○佐藤財政課長 出来ると思います。早速，来年度予算からちょっと活用できないか

と，ちょっと検討させているところです。申し訳ありません。 

○久松委員 よろしくお願いします。 

○海老原委員 今回の計上もれ３件は，借り換え分のレートがね０．２７が０．２９な

んだけれど。０．２７ではやってくれなかったの。 

○佐藤財政課長 やっぱり時価のレートをつけて借り換えるということになってますの

で，やっぱり国債とかの状況で提示されたのが０．２９で，若干上がっているというこ

とです。そこまで交渉はさせていただいてはおりません。 

○海老原委員 これに限らず，計上もれ。例えば，川口田中線Ⅱ期とあるよね。これ上

にもあるんだよな。枝番付けたらどうなんだい。枝番付けると表示が違うだろうから，

次からチェックがはたらくかも知れないな。今泉第二霊園とか①が付いているんだよ。

付けられるんじゃないかと思うんだけれど表示だけの問題だから。 

○佐藤財政課長 はい。それは付けられますので，そういった工夫を。 

○吉田（博）委員 公室長，平成２２年当時の財政課長は誰だ。 

○船沢市長公室長 ２２年ですか。その時は，櫻井さんが。失礼しました。小柳さんが

確かいた頃かと。財政課長１年やっておりまして。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，平成３０年度土浦市の財務書類について説明願います。 

○佐藤財政課長 毎年，お示しさせていただいております財務書類でございます。資料

につきましては，別添で付けさせていただいている平成３０年度土浦市の財務書類とい

うものがございます。これとその要約版と，２点でございます。まずは本編の方をご覧

いただいて，１ページをご覧ください。こちらにつきましては，はじめにとあります

が，従前お伝えしている通り，官庁関係は現金主義会計・単式簿記方式であると。こち
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らは地方自治法に則った会計方法ですが，現金の動きがわかりやすい反面，資産や負債

に関するストック情報が不足しているというのが，この公会計制度の財務処理を作り出

したというところでございます。はじめの真ん中，太字でありますが，平成２７年に総

務省から統一的な基準になり，地方公会計マニュアルが示されたと。それまで，いろい

ろな方式が混在していたので，総務省の方でそれを統一した基準のマニュアルが作られ

たというものでございます。本市におきましても，その下の太字にありますけれど，平

成２７年度分決算から，統一的な基準に基づく財務書類に移行しているものでございま

す。２ページでございますが，本市の会計範囲というものでございまして，こちら財務

処理は３つに分かれておりまして，一般会計でございます。全体会計ということで，本

市のすべての会計ございますね，特別会計を含めた全体会計。それから連結会計として

一部事務組合，それから外郭団体，３セクを含めた連結会計と，３つの会計をもって財

務書類を作成しているところでございます。３ページでございますが，こちら財務書類

４表がありまして，こちらは貸借対照表，それから行政コスト計算書，それから資金の

純資産の変動を表す純資産変動計算書，それから資金収支計算書これはキャッシュフロ

ーと呼ばれるものでございまして，この４つをもって財務諸表というところでございま

す。４ページにその相関図が載せてあるところでございまして，５ページから一般会計

に関する説明と分析というところでございます。こちら分析につきましては，別紙があ

りますが，分析については要約版の方で説明させていただきますので，要約版の方をご

覧ください。要約版で説明させていただきたいと思います。１ページでございますが，

一番上でございますが，今申し上げた通り，統一的な基準による地方公会計マニュアル

に則って財務書類を作成しているところでございます。その下◎でございますが，統一

的な基準による財務書類の特徴として，発生主義による複式簿記によるストック情報を

網羅しているというものでございます。それから固定資産台帳の整理を基本としている

というものでございます。その下３番目に比較可能性というのがございまして，それま

で混在しておりました財務諸表の様々な方式を総務省の方で統一化したことによりまし

て，類似団体や他市との分析が今後とも可能になっていくというような特徴をもってい

るところでございます。その下，財務書類の構成でございますが，さきほど申し上げま

した通り，４つでございまして，貸借対照表につきましては，資産と負債の状況を明ら

かにすると，それから行政コスト計算書でございますが，これは費用の状況を明らかに

すると，純資産変動計算書は，純資産。貸借対照表の資産の合計から負債を引いた純資

産の変動の要因を明らかにすると，資金収支計算書は，キャッシュフローでございます

ので，資金の流れを表すというものでございます。分析における前提条件でございます

が，平成２８年度決算において，総務省で公表している本市の類似団体の平均値と比較

をしているところでございまして，類似団体は５０団体の平均ということになります。

ただし，行政コスト計算書は未公表のために，今回は県内１０万人以上の団体の平均を

勘案しているものでございます。２ページでございます。こちらから４表による分析で

ございまして，こちら貸借対照表の通り会計年度末における資産及び負債の状況を明ら

かにするというものでございます。固定資産につきましては，左側ですが４４億円の減
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少ということですが，流動資産については，２４億の増。また，資産合計については１

９億円の減少というものでございます。こちらその下にありますが，資産の減として資

産の取得以上に大規模事業が終了し減価償却になったことから減価償却が増になったと

いうものでございます。右側，負債でございますが，こちら１２億円の減。純資産でご

ざいますが，資産の合計から負債を引いた純資産でございますが，６億円の減というも

のでございまして，負債については１２億円，減しているところでございまして，地方

債の発行以上に大規模事業が終了ということで，償還になってきているというものでご

ざいます。その下，各財務書類によりまして，比率等が算定されていくものでございま

すけれど，主な比率等についてその比率と分析についてでございますけれど，純資産比

率でございまして，こちらは資産の合計，純資産を資産の合計で割ると。総資産のうち

現役世代により負担している返済義務のない純資産の割合。この比率が高いほど財政状

況が健全であるとされているところであります。こちらでございますが，本市につきま

しては，平均値に比べまして５０．４ということで，低い状況になっているところでご

ざいますが，こちらについては，前年度と比較するとわずかには増額しておりますが，

平均的に比較的低い水準にあるというところでございますけれど，こちらは，若干降下

したのは地方債の償還が済んで資産の割合以上に負債が減少した影響があるということ

で若干増えているところでございますが，大事業が推進していることで，純資産の割合

というのは平均値よりも若干低い状態になっているところでございます。その下，将来

世代負担比率でございますが，こちらについては，平均値１５．４％に比べまして，３

０．４％と高くなっておりますが，前年度比について比べましてちょっと０．２％ほど

減になっているというものでございます。本市におきましては，３０．４％で地方債の

償還が済んだことによって若干減少しておりますが，平均値よりは上回っているという

ことでございます。こちらは将来負担比率の上の純資産と連動しますが高い傾向になっ

ておりまして，こちらについても大事業が推進しているということで，社会資本整備に

ついて，地方債を発行しているということが，発行額の大きいということで平均値より

は増加の影響をしているということでございます。それからその下，有形固定資産減価

償却率ということで，こちら建物などの減価償却ですね，償却資産について，当初予算

時の価格に対しての，価値の減少の進行を示すということで，こちらについては，比率

が高いほど，施設の老朽化の程度が高いということでございまして，本市については，

平均よりも低いというところでございますけれど，こちらは比較的新しい大事業が済ん

で，新しい資産の割合が多く社会資本の投資を積極的に行っているということも言える

という状況でございます。貸借対照表のまとめでございますけれど，さきほどからお話

しているとおり，大規模事業が終了しておりまして，今年度は，公共施設への新規投資

より減価償却が上回っているということから有形固定資産の償却率は昨年度と比較して

増加しております。ただし，近年の社会資本整備に積極的な投資をしていることから，

引き続き他団体よりも低い水準になります。また，近年の大規模事業における地方債現

在高。こちらは増加しているということによりまして，他団体と比べて全資産から負債

を引いた部分が大きいので純資産は低いということになっております。したがって，将
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来世代負担比率には現在のところ高い傾向でありますが，３０年度は地方債の償還が新

規発行を上回っているということで，徐々に前年度と比較して数値は改善していると思

われているものでございます。以上が貸借対照表の分析でございます。続きまして３ペ

ージ，行政コスト計算書というものでございまして，行政コスト計算書につきまして

は，いわゆる費用についてどのように使われているか。そういったものを明らかにする

ものでございます。平成３０年度の一般会計につきましては，経常収益２４億につきま

して，純行政コストが４３４億ということで，前年度に比べまして，１億円弱ぐらい減

少しているというものでございます。この比率によりまして，住民１人当たりの行政コ

スト。こちらを算定することによりまして，当市の行政サービスをどれだけのコスト水

準で実現したかというようなものを比較することができると言われているものでござい

ます。住民１人当たりに一般会計におきましては，駅北の繰出金が減少した影響で住民

１人当たりの行政コストが減少する結果となっているものでございます。平均値に比べ

ますと，ほぼ平均値と同水準を保っているところでございます。中でも行政コスト。中

には減価償却費というのがございまして，公共施設の投資の結果として，減価償却費の

負担が増加しておりますので，将来必要となる更新費用等の財源の確保を意識した行政

運営が必要であるというようなところでございまして，今後ともこの推移を分析してい

きたいというところでございます。３番目でございますが，純資産変動計算書でござい

ます。下でございます。こちらについては，さきほどからお話しているとおり，純資産

についての減の要因を明らかにするということが目的となっておりまして，平成３０年

度につきましては，９９６億４，９００万円となっているところでございまして，その

純資産については，純行政コストが４３４億４，５００万円でありまして，人件費や物

件費，それからマル福といったものが，４３４億ありまして，それをまかなう税収，そ

れから国・県の補助金というのが４３０億円ありました。それから所管替え等というの

は，これは駅北終了によりまして，駅北分の地方債の残高を引き受けるということでそ

の分がマイナスになっているということで，差し引きでこの分が前年度比では純資産は

６億円ほど減になっているというようなところでございます。４ページでございます。

４ページのまとめでございますが，純行政コストが純経費で，その他の基本経費が４３

４億４，５００万円に対しまして，財源については４３０億９，８００万円と。その差

３億４，７００万円の純資産減少となり，そのほか駅北からの終了したことによる一般

会計の地方債が移ってきたというものを含めまして，純資産の変動は６億になったとい

うようなことになったようなものでございます。４番目でございますが，資金収支計算

書。資金の流れを区分別に明らかにするということで，これはプライマリーバランスと

呼ばれるところでございまして，こちらについては，真ん中の囲んである表でございま

すけれど，業務収入，投資活動収入，というのがございまして，一方その下に業務支

出，投資活動支出というものでございます。点々で真ん中で区切って右側でございます

が，こちらが財務活動収入ということで，地方債の借入，返済に関する周知，それから

基金の積立ですね。こちらも除くということでございまして，業務収入，投資活動収

入，これ臨時収入という台風関係の部分も若干入っていますが，その差額の収入が支出
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に対してどの程度上回っているかどうかということで，プライマリーバランスを図ると

いうようなところでございます。図の下でございますが，基礎的財政収支，いわゆるプ

ライマリーバランスでございますけれど，こちらについては，前年度比で５９億１，３

００万と，大幅に増になっておりまして，前年度までのプライマリーバランスがマイナ

スだったものが，今回３０年度には一気にプラスになったということでございます。こ

ちらについては，一番下にまとめてありますが，基礎的財政収支，前年度大事業が完成

しまして，業務活動におけます移転費用支出，これは駅北の繰り出し金でございます

が，投資活動における公共施設等整備支出が減少したことによりまして，大きくプラス

に転じているというものでございます。なお，公共資産投資の大部分は，自治体の場合

は公債財源で賄われておりますので，前年度のように本市のように大規模事業を集中的

に行っている場合は基礎的財政収支がマイナスになるというものでございますが，今後

とも公債資産投資と公債残高のバランスを考慮して将来世代への負担の先送りが顕著と

ならないように安定的な財政運営を行うことが必要であるとまとめさせていただいてい

るところでございます。５ページについては，４表による図解でございまして，相関図

でございます。こちらにつきましては，１番最初に申し上げましたとおり，国の方では

活用が最も最終到達点だと言っているところでございますので，なるべく早い，こちら

１２月というのは，ちょっと遅い段階でございますので，決算。通常の決算と同じよう

に９月に公表し予算に反映できるように目指していくと。そのために財政課の方では，

今年からシステムを導入し，伝票など伝票を打つごとに仕分けができるように，反映で

きるように今後とも予算反映を目指して進めて行くものでございますので，よろしくお

願いします。以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○久松委員 類似団体の平均値とあったけれども。２９年度予算決算は，いつ公表され

るの。これは。 

○佐藤財政課長 こちら総務省で取りまとめている公表値でございまして，例年ですと

１２月，まもなく公表になると思われます。 

○久松委員 ２８年度決算で比較してる訳ですか。 

○佐藤財政課長 はい。そうです。 

○久松委員 そうすると次年度は２９年度の数値を活用するということ。 

○佐藤財政課長 はい。最後に申し上げましたように，本当に早期の決算自体は当然前

年度６月，９月には公表できるんですけれど，財務状況は全部の決算が終わってから１

つ１つ仕分け作業をして，例えば，費用であるとか資産であるとかを仕分けをして，そ

れで出来上がるので，本市は１２月に公表しておりますけれど。１２月に公表している

のも少ないというか，早いくらいで，これは大体３月，以前は手前どもも３月に公表し

ていましたが，それではやっぱり，比較の時期もずれちゃうということもあるし，予算

にも活用が出来ないと。最終的にはこちらの９月の同時期に通常の決算と同時期にこの

財務諸表も公表して，減価償却と資産の老朽化とか，そういったものを合わせて予算編

成に結びつけていくというのが最終的なやり方になってくると思います。こちらは２８
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年度決算というのは遅いんですけれど，現在の状況では，やはり一回，１年間遅れてい

るような状況ですね。だからまだ未公表となっている。 

○久松委員 やっぱり比較するとすれば新しい指標を使うのがいいんだけれども，それ

を待っていると次年度の予算編成の指標を参考にしたいけれども出来なかったみたい

な。 

○佐藤財政課長 お示しするのも３月になってしまう。 

○久松委員 ３月になっちゃうのか。 

○佐藤財政課長 どちらかがいいかというと，決算の平均よりも公表。全体の公表の方

が早く持って行く方がいいということで，この指標になっている。 

○吉田（博）委員 将来大変なんだよな。これな。それでね。新しい市長にちゃんとヒ

アリングをやってくれる。いわゆる今の市の財政状況，今後の財政の推移。大型事業が

終わってこれからは借金の返済が主になるから。歳入も増える要素がないというところ

で土浦市の財政がどういう状況にあるかということを新市長に示していただきたい。ヒ

アリングをきちっとやってもらいたい。ここでは将来の負担が，世代に対する負担がす

ごく多くなっていてね。それを最終的に結論化すると減らしていくしかないだろうと。

将来にそういった負の遺産を残す訳にはいかないというのは表れてくるんだけれど。数

字で見たら経常経費だって相当削減しているんだよな。職員の数だってそう。みんな削

減していても，さらにこれだけの数字があって，じゃあ政策的なものができるかどうか

というところもそこまで突っ込んでほしいんだよな。経常経費でもって市はこれぐらい

で，これは推移して行ったらば政策的なものは市長どのくらいできますかというのをき

ちっと数字を出してあげないと，大変なことになるような気がするから。行政はまず数

字からだからね。財政からだから，その辺のヒアリングを公室長さ，時間かけてもやっ

てください。お願いします。 

○船沢市長公室長 はい。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，第２期つちうらシティプロモーション戦略プラン策定に係るパブリック・コメ

ントについての説明願います。 

○羽成広報広聴課長 第２期つちうらシティプロモーション戦略プランの策定に係るパ

ブリック・コメントの実施についてご説明させていただきます。第２期シティプロモー

ション戦略プランの策定につきましては，ご案内のとおり，今年度，第１期プランが計

画最終年度を迎えることから現在新プランの策定作業を行っているところです。これま

で庁内の内部会議と外部の有識者会議におきまして，様々な視点から議論をいただきな

がら新プランづくりを進めてまいりました。このたび，プラン（案）が取り纏まりまし

てパブリック・コメントを実施させていただく運びとなったものでございます。資料３

にございますように，来週１２月１１日水曜日から年明け１月８日水曜日までの２９日

間，広く市民の皆様の声を募集します。実施につきましては，広報紙やホームページに
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て周知を行いまして，プラン（案）をホームページに掲載しますとともに市役所や支

所・出張所，各地区公民館などで閲覧していただきます。閲覧に供するプラン（案）

は，別添資料のとおりとなります。概要を掻い摘んでご説明させていただきます。別添

資料の１ページをお願いいたします。１ページから２ページがプラン策定の趣旨となっ

てございます。数ある地方自治体の中で土浦市が存在感のある選ばれるまちとなるた

め，戦略プラン策定をいたしまして，地域資源の魅力を内外に発信することを目的とい

たしまして，令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間として策定するもので

ございます。２ページから１５ページは土浦市の概要ということになってございまし

て，本市を取り巻く社会情勢，土浦市の人口等の現状，また今回改めて実施をいたしま

した土浦市のイメージ。また，土浦市のイメージにおける課題ということで，整理をさ

せていただいております。その課題を踏まえまして，１６ページの方が土浦シティプロ

モーション事業における課題ということで，４つほどお示しさせていただいておりま

す。１番目の体験型観光の周知を強化。２つ目，市の取組・行政サービスなど「生活資

源」の周知を強化。３つ目といたしまして，職員によるプロモーションの強化。４つ目

が，メディアに対するパブリシティの強化でございます。続きまして，１７ページから

１８ページまでがシティプロモーションの目指すものということで，これまで定めてお

りませんでしたつちうらシティプロモーションの定義。また，メインターゲットの設定

をいたしてございます。つちうらシティプロモーションの定義につきましては，他市と

の差別化を図るために行います土浦市のまちの資源を活用して創出いたしました，土浦

市の魅力の戦略的な情報発信として定義をさせていただきました。なお，その下，２番

目のメインターゲットの設定につきましては，全国地域周辺の方々に向けたアウタープ

ロモーションとしまして，土浦市のことを実際に知っていらっしゃる方，関わりのある

方などを含めました外向きのプロモーションと。それから市内。子育て世代などを中心

としましたインナープロモーションということで国民ターゲットを設定したところでご

ざいます。１８ページがシティプロモーションの目標になってございまして，こちらに

つきましては，新たに短期，中期，長期とそれぞれの時期の目標を定めまして，短期目

標につきましては，土浦のまちの資源の活用，まちの賑わいの創出。中期目標におきま

しては，本市のイメージアップ，シビックプライドの醸成。最終的に移住・定住者の獲

得によります活力ある土浦の実現ということで目標を定めてございます。なお，１９ペ

ージからが戦略展開となってございまして，１番基本的な考え方につきましては，第１

期プランで示しておりました，ＡＩＳＡＳの法則を踏まえた戦略展開ということで，真

ん中の図にありますように，知っているから興味がある，調べてみる，行ってみる，知

らせたいという各プロセスの繰り返しを基本といたしまして，同じような考えで第２期

プランについても考えたいと考えております。２０ページをお願いいたします。推進方

針でございまして，こちらは新たにイメージアップのためのプロモーションとイメージ

ダウンを防ぐためのプロモーション。いわゆるオフェンスプロモーションとディフェン

スプロモーションということで改めて設定したものでございます。２２ページからが戦

略展開ということになってございまして，こちらにつきましては，これまでも掲げてま
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いりました認知度向上，ニーズの喚起，そして行動のきっかけ提供というような形で戦

略の方を展開していくような形でございます。２８ページをお願いいたします。こちら

はコンセプトとコンテンツの設定ということで，今後，情報が多く出ております現代社

会におきまして，我々が伝えたい情報。これをインパクトを出しながらわかりやすく伝

えていくためには，コンセプトを作りまして，プロモーションを行っていく必要があろ

うかと思います。ここではあくまでも試案ということで，今後の長期的な検討，これを

前提といたしまして，試案を示させていたいだいております。３つの視点からコンセプ

トを今後設定してまいりたいと考えてございます。２９ページがその試案で，つちうら

ぶらりサイクリング，土浦で“土いじり”といったような，今土浦の方で推進している

ような事業試案でございます。３１ページの方をお願いいたします。つちうらシティプ

ロモーションの推進体制ということで，改めまして，オール土浦で取り組んでいくとい

うことで，推進体制の方を示させていただいたものでございます。こちらのプラン

（案）につきましては，今後パブリック・コメントを実施いたしまして，市民からのご

意見を頂戴いたしまして，意見を整理させていただきまして，今年度末策定の方を目指

してまいりたいとそのように考えてございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○今野副委員長 これ第２期つちうらシティプロモーションということで，今までのシ

ティプロモーションの施策を行ってきたうえで，具体的な数値。例えばこれをやったこ

とによって移住者，定住者がどのくらい来たのか。子育て世代の流出防止ですか，それ

も具体的にはどうだったのかという。具体的なところがあまりというか全然出ていない

ような。さきほどちょっとありましたけれども，３０ページでＳＮＳのフォロワー数で

すとか，ホームページアクセス数，これの数値よりも実際はこの施策を行ったことによ

ってこれだけ効果がありましたとか，数値化で見える方にしていかないと，今後どのよ

うなことをしたら有効なのか。これをしたことによってそれほど効果がなかったという

ことを比べて行かないといつまでたっても，ちょっとこれ見た限りでは同じようなイメ

ージしか入ってこないんですよね。なのでそれが数値化したものがあるのか，それによ

っての今後どのように施策をひとつずつに対して，反映していくのか。というものはあ

るのですか。 

○羽成広報広聴課長 今ご質問の実際の効果というようなお話でございますが，実際シ

ティプロモーション活動につきましては，取組みまだ始まったばかりでございまして，

まだまだこれから進めて行かなければいけないことがございます。実際に，最終的には

移住者の獲得を目的としまして，実施している訳なんですが，具体的に今我々が行いま

した，この活動に対しまして，この方が土浦に転入していただけたとかという，実際に

計るような仕組みというようなものがございませんで，数値自体はちょっと把握してい

ない状況でございまして，今後，この後ご説明させていただきますが，移住フェアなん

かにおきます相談会などによりまして，実際にアナウンスをした方たちが今後どのよう

な動きをされていくかといったことで，今後検証を進めて行きたいと思ってはいるので

すが，まず，土浦というまちを多くの都内の方たちによく知っていただいて，候補地と
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して認知していただくことをまず第１ステップということで考えて実施していきたいと

思っております。 

○今野副委員長 はい。わかりました。私だったらきっちりと見える化しないと今後ど

のようにやっていくかというのがちょっと私だとしたら，わかりづらいなと思うので，

今後具体的に見える化する数値化するという方法をどのようにして，具体的な話がある

のか。またほかの自治体で見える化するなにか方策を取っているところとかあるのかと

いうのを教えてください。 

○羽成広報広聴課長 確かに他県におきまして，そういった形で実際にどのくらい移住

者がいらっしゃるかという数値を出している市町村もあるようでございます。私どもの

方でもそういった事例を参考にさせていただきながら，今後どのような形でその検証が

できるような，数値集めが出来るのかというところは検討してまいりたいと思います。

今回の設定といたしましては，その前段といたしまして，土浦を知っていただくため

に，効果があるであろうリリースの関係であるとかＳＮＳのフォロワー数などの関係を

設定させていただきたいと考えてございます。 

○今野副委員長 はい。わかりました。 

○篠塚委員 シティプロモーションの中の統一したフォームというものを取り上げてい

るのですが，土浦市のイメージカラーというのは。土浦市のカラーというのは一体何色

なのかなといつも疑問に思っておりまして，土浦市の駅のこのビルの上にあるの土浦の

マークは青ですね，青い線が。市旗はグリーンですね，議会報告会の土浦市のマークは

緑色なんですが，緑に白地を抜いてあるとか。いろいろなパターンがあるんですけれど

も，実際土浦市の色の規定はないということで聞いたのですが，今の時代色も大切なこ

とだと思うので，その辺は踏み込んでいくのかどうか。デザインだけではなくて。 

○羽成広報広聴課長 確かにおっしゃる通り，土浦市のカラー，青蘭。それから緑とい

うことで，いろいろな色を使用してございます。記者会見のバックボードに付きまして

も，色を併用したりしておりますが，確かにイメージというものは非常に大事な部分で

ございますので，表向きにプロモーション活動をしていくうえで必要となる色の設定と

いいますか，そういったものを考えられるかということについては，ちょっと話合って

みたいと思います。 

○篠塚委員 統一した方がいいと思います。皆さん名刺を出したりするのも土浦市のマ

ークがね，青だったり緑だったり代わるのもおかしいし，それをひとつの基準として規

定の中に入れていくようなことにした方がいいと思うのですけれど。考えていただきた

いということです。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，「意外と近い！？つちうら―土浦市移住フェア―」の開催についての説明願い

ます。 

○羽成広報広聴課長 「土浦市移住フェア」の開催についてご説明させていただきま
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す。本事業は，本市のイメージアップと認知度向上を図りまして，最終的に移住者の増

加につなげることを目的に昨年度から始めたものでございます。今年度は，サイクルラ

イフに関心の高い「２拠点生活」を視野に入れている方や都内に勤務されている住宅購

入予定の若年層。また，土浦に地縁をお持ちの都内勤務者などをさらなるターゲットと

して，本市の移住先としての魅力のＰＲと移住相談などを実施するものでございます。

今年度も２回の開催を予定しておりまして，まず１２月２５日水曜日には東京駅前の

「東京シティアイ」で，年明け２月１１日火曜日，建国記念日には「移住・交流情報ガ

ーデン」を会場にそれぞれ実施します。会場には，住環境や子育て・教育環境，そして

医療など「本市の暮らしやすさ」の案内や本市のロケーションや花火・文化といった

「まちの特徴」をお知らせするコーナーを設置し，また，今回は茨城県とも連携をし，

先月「ナショナルサイクルルート」に指定されました「つくば霞ヶ浦りんりんロード」

のＰＲも行い「自転車のまち土浦」についても深く印象づけたいと考えているところで

ございます。その他，土浦ブランド認定品・れんこん加工品の販売や抽選会・サンプリ

ングなどを行い，地域の資源や個性を最大限に伝えてまいります。１２月２５日には，

市長にも会場に出向いていただき，本市フィルムコミッションとも縁のある映画プロデ

ューサーと「土浦の魅力」について対談を行うなど積極的なＰＲ活動をしていただく予

定です。１２月末お忙しい時期ではございますが，委員の皆様方にもぜひ足をお運びい

ただきますようお願いいたします。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○今野副委員長 １２月２５日のイベントなんですけれども，例えば議員が行くとした

ら何時くらいがいいよね。とかそういうのがあるのですか。 

○羽成広報広聴課長 １２月２５日につきましては，資料８ページにございますが，日

程の方がお昼から夜７時までということで，設定をしてございます。市長には夕方です

ね５時半くらいから対談を予定しておりまして，ちょうど通勤客などをターゲットにし

たいなと考えておりまして，出来ましたら遅い時間帯の方が。詳細につきましては，ま

た，日程が決まり次第お知らせさせていただきたいと考えております。 

○今野副委員長 もう一点いいですか。こういうイベントって確か，過去２回やってま

すよね。有楽町，駅前。その時に何人くらい人が集まったかとか。どんな感じだったの

か。すいません。ちょっと参加できなかったので。 

○羽成広報広聴課長 昨年度につきましては，２回。東京交通会館のピロティーのとこ

ろでやらせていただきまして，アンケート調査でありますとか，サンプリングでありま

すとか。実施いたしました。おおよそ５００人程度の方にご来場いただきまして，前回

１月１９日に実施いたしました時には５１３人ということで，アンケートのご協力者と

いうことで来ていただきました。２月１０日。第２回目に実施いたしました時にも，こ

の時には，認定品の販売ＰＲという形が主でございましたが，用意しました商品などほ

ぼ同じくらい販売されておりまして，大体そのくらいの方に来ていただけたような形で

ございます。 

○島岡委員長 この程度とする。その他市長公室から何かありますか。 
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（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 委員から何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 市長公室の皆さんは退席して結構です。暫時休憩いたします。午後３時

２５分再開といたします。 

（市長公室退席） 

（午後３時１５分 休憩） 

（午後３時２６分 再開） 

（総務部入室） 

○島岡委員長 休憩前に引き続き，会議を再開いたします。これより総務部の案件につ

いて協議を行います。総務部資料に基づき，町の区域の変更について説明願います。 

○真家総務課長 町の区域の変更についてご説明します。変更する区域は永国東町２７

７番でございます。変更する理由については，当該土地の登記簿と公図におきます土地

の所在が異なっておりまして，分筆及び所有権移転登記に支障をきたしているとの地主

から要望があったことから当該土地を小岩田西二丁目に変更するものでございます。２

ページをお願いします。議案でございます。本市の町の区域を別添変更調書，こちら３

ページにございますが，変更調書のとおり変更することについて地方自治法第２６０条

第１項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。４ページをお願いしま

す。本議案に係ります地主からの要望書でございます。内容としましては，昭和５１年

に鉄道用地として旧国鉄に売却した土地につきまして，理由にありますように登記簿と

公図の所在が異なる状態になっておりまして，結果，分筆及び所有権移転登記ができ

ず，支障をきたしていることから今回，永国東町となっている土地の所在を小岩田西二

丁目に変更してもらいたいというものでございます。５ページをお願いします。位置図

でございます。中央の吹出しが出ている個所が当該地でございます。そして赤い破線が

現在の永国東町と小岩田西二丁目の町界でございます。青の実線が変更後の町界となり

ます。６ページをお願いいたします。当該地の修正図と航空写真の重ね図でございま

す。中央の黄色で色塗りした場所でございますが，こちら２７７番の土地でございまし

て，２筆に分かれているように見えますが実際は１筆でございまして，向かって右側の

部分が常磐線の鉄道敷となっておりまして，実際には昭和５１年に地主が当時の国鉄に

売却したものでございます。しかしながら当時国鉄では土地の分筆及び所有権移転登記

を行ないませんでした。７ページをお願いいたします。こちらは常磐線東側の小岩田西

二丁目の公図でございます。左側に２７７番がございますが，こちらと点線でお示しし

ているのは，総務課で入れた線でございますが，今申し上げました鉄道敷と山林分の現

況上の境界でございます。昭和５６年から昭和５７年にかけまして常磐線の西側の永国

Ⅰ地区におきまして国土調査が行われました。４年後の昭和６０年に法務局への成果品

の送付時に，市がこの小岩田２７７番の土地を本来であれば山林と売却済の鉄道敷に分

筆して法務局に送ればよかったのですが，実際は分筆をせずに，この山林部分のみを法

務局に送付してしまいました。法務局としましては地積が合致しないということで処理
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不能として地区外としたものでございます。ところが，次の８ページをご覧いただきた

いのですが，こちらは常磐線西側の永国東町の１４条地図，国土調査が行われた地図，

地籍図と呼ばれているものでございまして，中央に小岩田２７７番がございます。こち

らは法務局で国土調査の結果，地区外としたはずの２７７番が手違いにより，その山林

部分のみが１４条地図に登載されてしまいました。この結果，２７７番という土地が，

先程の公図では小岩田西二丁目２７７番。こちらの１４条地図では永国東町２７７番と

２つ存在してしまっている状態になってしまいました。ちなみに今年度に入りまして永

国東町２７７番は地図訂正により削除となってございます。次の９ページをお願いいた

します。土地の登記簿謄本でございまして，さきほどの８ページでお示ししました１４

条地図への誤った小岩田２７７番の記載の影響。さらに，その後の平成１５年に永国東

町の住居表示を実施した際に市から法務局への通知を行ったリストの中にこの土地を含

めてしまっていたことから本来，住居表示実施の区域外であったはずの小岩田２７７番

の登記簿の所在が永国東町としてしまったものでございます。つまり永国東町の２７７

番については誤りがなければ本来は小岩田西二丁目２７７番であったということでござ

います。以上の理由をもちまして，今回，議会の議決をいただきまして，永国東町の土

地の区域を本来の小岩田西二丁目に変更するとともに，さきほど位置図でもお示ししま

したように永国東町と小岩田の町界についても常磐線軌道敷西側から２７７番の西側筆

界へ変更させていただくというものでございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，土浦市職員の給与に関する条例等の一部改正について説明願います。 

○今野人事課長 土浦市職員の給与に関する条例等の一部改正案についてご説明いたし

ます。１番の改正理由でございますが，本案につきましては，本年８月に人事院勧告が

発出されましたので,その後の県の人事委員会勧告，国家公務員の給与法等の改正，更

には本市職員組合との交渉も踏まえ，本市職員の給与等について，所要の改定を行うも

のでございます。人事院が全国約１万２，５００の民間事業所を調査した結果，民間の

方が公務員より給与が高いという官民格差が生じていることから，月例給につきまし

て，平均で０．１％程度，ボーナスについては０．０５月分を引き上げることとされた

ものでございます。また，住居手当につきましては，民間における支給状況等を踏まえ

た改定を行うものでございます。それでは，具体的な改正内容につきまして，２番の改

正内容でご説明いたします。まず，（１）の土浦市職員の給与に関する条例の一部改正

でございます。こちらは職員の給与等の改定でございます。①のアのボーナスにつきま

しては，官民格差を踏まえ，昨年度に引き続き，勤勉手当を０．０５月分引き上げるも

のですが，今年度に限りまして，１２月期に差額分を遡及して，６月分も上乗せするも

のでございます。次に，イのところをご覧ください。給料表の改定でございますが，行

政職及び消防職ともに，官民格差を踏まえ，国家公務員に準拠して平均０．１％を４月

に遡って引き上げるものでございます。次に，②でございますが，令和２年度につきま
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しては，表にありますとおり，６月期及び１２月期に支給する期末勤勉手当の支給割合

が，均等になるように配分するものでございます。表の計の欄をご覧いただくと，令和

２年度の６月期と１２月期の支給割合が，どちらも２．２５というように均等に配分す

るものでございます。次に，イの住居手当につきましては，民間の住居手当の支給状況

等を踏まえ，住居手当の月の上限額を２万７，０００円から１，０００円引き上げまし

て２万８，０００円にするものでございます。また，１１ページ，ウでございますが，

これは，人事院勧告により，民間の支給状況を踏まえ，家賃の高いほうの職員の住居手

当を引き上げ，安いほうの職員については減額するものでございます。住居手当の対象

となる家賃の月額が５万９，０００円未満の職員については，最大で月額２，０００円

の減の範囲内で住居手当を減額する一方で，家賃の月額が５万９，２００円以上の職員

については，最大で月額１，０００円の範囲内で，手当の引上げを行うものでございま

す。次に，（２）及び（３）でございますが，市議会議員，それから，市長等の常勤特

別職につきましては，勤勉手当は支給されませんが，期末手当については，国に準じ

て，それぞれの関係条例を改正し,０．０５月分引き上げるものでございます。①のと

おり，今年度に限りましては，１２月期に差額分を遡及して上乗せし，②のとおり，来

年度は，６月期と１２月期が均等になるよう配分するものでございます。さらに，

（４）につきましては，弁護士などの専門的な知識や経験を持つ人材にあたります特定

任期付職員の給与につきまして，国家公務員に準拠し，給料表及び期末手当の引上げの

改定を行うものでございます。なお，現在は，本市におきましては特定任期付職員の任

用はございません。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について説明願います。 

○今野人事課長 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。１番の制定理由でございま

すが，本案につきましては，会計年度任用職員制度の創設に伴い，関係条例の一部改正

を行うものでございます。本制度は，非常勤職員について，適正な任用方法や勤務条件

を確保するため，地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴うものでご

ざいます。この改正において，非常勤特別職及び臨時的任用職員の任用条件が厳格化さ

れるとともに，非常勤一般職について新たに会計年度任用職員制度が創設されたことか

ら，本市においても，非常勤職員等についての制度整備を行うもので，関係条例を一括

して改正するものでございます。それでは，創設されます会計年度任用職員制度につい

て，２番の実施内容でご説明させていただきます。まず，この度の法改正によりまし

て，表の項目の１番，非常勤の特別職は助言，診断等を行う職種とされ，具体的には産

業医などの職種に限定されました。また，臨時的任用職員につきましては，常勤職員に

欠員が生じた場合で常勤職員が行うべき業務に従事する場合に限定されました。これに
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よりまして，下の図をご覧いただきたいと思いますが，これまでの非常勤職員，臨時的

任用職員，そして特別職のうち非常勤の事務嘱託として一般職と同様な事務に従事して

きた職員につきましては，全て会計年度任用職員へ移行することとなります。次に，会

計年度任用職員制度の整備内容でございますが，大きなところとして４つ挙げてござい

ます。項目の２番のところでございますが，まず，一つ目として，パートタイム会計年

度任用職員についてのみの制度設計とする。これは，本市では，非常勤職員にフルタイ

ムで任用している者がいないこと，また，非常勤職員はあくまでも正職員の補助的役割

を担う位置付けであることから，今後もフルタイムの任用を予定しておりませんので，

パートタイムについてのみの制度設計としております。次に二つ目として，報酬に地域

手当相当額を含めます。これは，今回の法改正に関連いたしまして常勤職員に地域手当

が支給されている場合，地域手当相当分を報酬単価に加味して支給すべきとされたこと

から，報酬に地域手当を含めて支給できるようにするものでございます。それから，三

つ目として，対象となる職員への期末手当を支給でございます。こちらもこの度の法改

正において，期末手当を支給できるとされたことから，対象となる会計年度任用職員に

期末手当を支給できるようにするものでございます。次に四つ目，労働基準法等で定め

る休暇。産前・産後，育児休暇などを付与いたします。こちらは会計年度任用職員につ

いては労働基準法が適用されることから，労働基準法に規定する産前・産後休暇等の取

得について制度化するものでございます。それから，１３ページをご覧いただきたいと

思います。これらの制度整備に伴いまして，関係条例の一部改正が必要になり，地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

により，関係いたします１０の条例の一部改正を行うものでございます。以下，一部改

正の内容につきまして説明をさせていただきます。まず，項目の１番，土浦市特別職の

職にある者の報酬及び費用弁償に関する条例につきましては，会計年度任用職員に移行

する特別職の整理等を行うものでございます。次に，項目の２番，土浦市職員の給与に

関する条例でございますが，会計年度任用職員の給与の規定を追加するため，臨時的任

用職員の給与についての規定を繰り下げるものでございます。それから，次の土浦市非

常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例は，地方公務員法の一部改正に伴い非常勤職

員を会計年度職員に移行するに伴いまして条例名を土浦市会計年度任用職員の報酬期末

手当及び費用弁償に関する条例に改め，また，会計年度任用職員の報酬期末手当及び費

用弁償に係る規定の追加等を行うものでございます。続きまして，土浦市職員の育児休

業等に関する条例は，会計年度任用職員の育児休業及び部分休業に係る規定の追加等の

一部改正を行うものでございます。それから，土浦市職員の勤務時間，休暇等に関する

条例は，非常勤職員を会計年度任用職員に文言の整理を行うものでございます。また，

土浦市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び土浦市職員の懲戒の手続及び

効果に関する条例におきましては，会計年度任用職員は懲戒処分等の対象となったこと

を踏まえ，所要の改正を行うものでございます。その他，文言等の整理による一部改正

も含め，これらを一括改正するものでございます。説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 
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○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○吉田（博）委員 あとで本会議の委員会の時に出してほしいんだけれども，現時点で

の土浦市の職員で正職員が何人，臨職が何人という数字と，それと今度会計年度任用の

職員になると，移行するのは何人くらいが会計年度の職員になるのかというのと。それ

と結局金額だよな。報酬額。今までが月額だけども，今度は期末手当も付くということ

になると。Ａという臨職の人が年額このくらいもらったと。月このくらいだよと。とこ

ろがこの制度が適用されたとなると，期末手当がこのくらい入って年収的にこのくらい

になるという表も作っておいてくれる。それを見て説明をいただくとより良くわかるか

らさ。 

○今野人事課長 はい。 

○久松委員 率直に言って，よくわからない。それで１２ページの。吉田（博）委員の

言ったやつ。今の資料があると確かにわかりやすいかなと。１２ページの絵の中で非常

勤職員と臨時職員はすべて会計年度任用職員になりますよという理解でよろしいんです

か。 

○今野人事課長 その通りでございます。 

○久松委員 それから非常勤の事務嘱託職員。これどういう職員をいうのですか。 

○今野人事課長 現在，特別職。それから一般の非常勤職員，臨時職員の境界が非常に

あいまいでして，特別職の中にも一般事務的な仕事をしているものが，今までは居たと

いうことで。例えば，本市で言いますと，幼稚園の園長とか，施設長などなんですが。

あとは，防犯ステーションの職員とか。それから公民館の指導員であるとか。こういっ

たものが，この特別職に含まれまして，これらみんな会計年度任用職員に移ると。さき

ほどもちょっと説明申し上げました特別職には，助言とか指導を行うもの。例えば，産

業医だとか，校医であるとか。そういったものしか残れないということになります。 

○久松委員 わかりました。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，令和元年度土浦市一般会計補正予算（第７回）（案）について説明願います。 

○今野人事課長 資料の１４ページをお願いします。令和元年度土浦市一般会計補正予

算（第７回）（案）について説明をさせていただきます。１番の補正理由でございます

が，本案につきましては，人件費について，本年４月の人事異動によります人員の増減

によりまして，過不足の補正やあるいは当初予算に対します退職者や育児休暇による人

員の減に伴います予算の補正。土浦市職員の給与に関する条例等の一部改正により給与

表，給料表及び勤務手当支給率等の改定を実施することに伴う予算の補正をお願いをす

るものでございます。２番の補正予算額につきまして，訂正をお願いしたいと思います

が，その下のタイトル令和元年第７回とありますが，令和元年度でお願いいたします。

申し訳ございません。１５ページをご覧いただきたいと思いますが，こちらも表のタイ

トル，令和元年第７回となっておりますが，令和元年度でお願いいたします。申し訳ご
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ざいません。１５ページの令和元年度第７回補正予算に係る職員人件費補正予算（案）

の概要をご覧いただきたいと思います。会計ごとの補正予算の状況でございます。ご案

内のとおり人件費は給料，職員手当及び共済費の合計で構成されております。表をご覧

いただきたいと思います。項目の左側から，会計，補正前の予算額，補正予算額，それ

から計とありますが，この計は補正予算後の予算額となります。単位はいずれも１，０

００円単位となっております。この項目の会計ですが，一般会計と５つの特別会計につ

いて，表記をしております。それから改正前の予算額の枠の一番右側の計と言う項目の

一番下の網掛けになっている数字。こちらが７９億４，９８２万円が補正前の予算額の

総額になります。この当初の予算に対しまして補正予算額は総額で計の欄の一番下網掛

けの部分をご覧いただきたいと思いますが，３，０４６万１，０００円の減額になりま

す。補正の要因は次の要因によるものでございます。まず一つ目は，育児休業者が３３

名いたことや予算編成後の予定外の普通退職者が５名いたことによる支給対象者の減少

によるものでございます。それからもう一つが共済に支出している共済負担金の標準報

酬額が想定したものより低かったというものによるものでございます。このことにより

まして，人事院勧告に伴う月例級等の増額補正よりも退職や育児休業に伴う給料の支給

対象者の減による給料の減額や共済費の減額補正の額が上回るため，マイナス補正とな

るものでございます。補正後の予算につきましては，一番右側の計の一番下網掛けのと

ころになりますが，総額で７９億１，０３５万９，０００円となります。説明につきま

しては，以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かあるか。 

○吉田（博）委員 人事課忙しいな。大変だな。補正の方の共済費で標準報酬の等級が

想定より低かったということはどういうことなの。 

○今野人事課長 等級では無くて，報酬の額が想定したよりも低かったと。 

○吉田（博）委員 等級と書いてあるだろう。共済費の。一番下。 

○今野人事課長 すいません。あとで回答させていただきます。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 今の件はあとでまた，回答願います。この程度とする。 

 次に，財産の取得の変更について説明願います。 

○渡辺管財課長 １６ページからになります。本案件，教育委員会学務課からの案件で

ごさいまして，昨年度平成３０年の９月定例会におきまして，財産の取得としまして，

契約の議決をいただいたものでございます。初めに，資料１７ページの６番変更の内容

のところをご覧ください。今回の変更につきましては，１０月１日に消費税率が８％か

ら１０％へ引き上げられたことに伴うものでして，購入する厨房機器の内，接続工事，

配管工事を行わない。いわゆる容易に移動が可能な物品なものに，新税率が適用となる

ことから契約金額を増額変更するものでございます。詳しくは次の７番の概要に記載が

ございますが，購入する厨房機器，全８１４台のうち，５０１台の厨房機器が新税率１

０％の適用となるものでございます。１６ページの方へ一度戻っていただきまして，そ
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のような理由から契約金額につきまして，消費税率引き上げ対象分２１２万３，４０５

円の増額となり変更後は税込み５億４，８４９万５，４０５円に今回変更するものでご

ざいます。その他の契約名称，納入期限，契約の相手方には変更の方はございません。

１８ページから２２ページの方は厨房機器一覧表をお付けしてございます。この中でそ

れぞれ表の一番右側の欄に新税率の対象となるものについて印の方はお付けしてござい

ます。合計といたしましては，２２ページまで行っていただきますと，２２ページの表

の一番右の下の部分に記載がございますとおり，全８１４台のうち５０１台が新税率の

対象となるものでございます。また続く２３ページには新税率が今回適用となる主な厨

房機器の写真の方を掲載しております。そして最後に２４ページをめくっていただきま

すと，作業動線となっておりまして，こちらの方は昨年度と同様の図面を今回もお付け

してございます。こちらの方もご覧いただければと存じます。本案件の説明は以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かあるか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，報告事項について土浦市業務継続計画の策定について説明願います。 

○真家総務課長 去る１０月に策定しました土浦市業務継続計画についてご説明いたし

ます。委員会資料の２５ページをお願いします。まず１番計画策定の趣旨でございます

が，大規模災害が発生した場合，膨大な災害対応業務が発生する一方で優先的に継続す

べき通常業務への対応も求められます。利用できる資源が限られている状況下で行政機

能や行政活動を維持継続するために業務の範囲と優先順位を特定するとともに業務の執

行体制や対応手順，継続に必要な資源の確保等を定めた計画でございます。２番といた

しまして計画の概要でございますが，別添の計画書をご覧いただきたいと存じます。表

紙をおめくりください。１ページから３ページまでが基本的事項でございまして非常時

優先業務の内容や災害が発生した際の市の業務量の推移について，図化するとともに既

存の地域防災計画との相違点について表にて比較しております。４ページから５ページ

が被害想定でございまして地震時と水害時のそれぞれの想定をしております。６ページ

からが業務継続計画の特に重要な６要素でございまして１として「首長不在時の代行順

位及び職員の参集体制」から７ページが「庁舎が使用できない場合の代替施設の特

定」，８ページから１０ページが「電気・水・食料等の確保」となっております。１１

ページから１２ページが「災害時の通信手段の確保」，「重要データのバックアップ」で

１３ページからがこの計画の一番の核になるもので非常時優先業務の優先度を整理した

ものであります。まず１３ページの表１６が応急業務の一覧でございまして，災害時に

災害対策本部の元，役割が班単位で設置されるものでありまして１２０種類に亘る応急

業務の優先度をＳからＤで優先度を示したものであります。１７ページでございます

が，表１８において災害時において優先すべき通常業務について特に優先度の高い１４

７種類についてＳからＢに分類したものであります。最後に２１ページが「業務継続計

画の継続的改善」でありまして，計画の策定後もＰＤＣＡサイクルにより定期的な見直
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しを図るとともに計画の実効性を高めてまいりたいと考えております。委員会資料の２

５ページにお戻りください。３番の策定の経過と今後の予定については，記載のとおり

でございまして，来年度以降については計画の継続的な改善と職員の初動マニュアルの

作成，災害時のマンパワーの不足を補うボランティア等の受援計画の策定を予定してお

ります。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かあるか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，旧斗利出小学校の指定避難所からの除外について説明願います。 

○真家総務課長 旧斗利出小学校の指定避難所からの除外についてご説明いたします。

２６ページをお願いします。１番の現状でございますが，旧斗利出小学校は災害時の継

続的な避難生活が可能な指定避難所となっておりますが，浸水想定区域にあること，さ

らに主な避難所となる体育館の耐震性が十分でない状況にあります。その対応といたし

まして２番でございますが，今回，旧斗利出小学校を指定避難所から除外するとともに

地域住民に対しまして代替の避難所としまして旧藤沢小学校，新治学園を含め災害時の

避難方法等を周知してまいりたいと考えております。３番については，これまでの住民

説明等の経緯でございまして６月に新治ブロック長，７月に新治地区長会への説明を行

いまして了解を得まして１０月の土浦市防災会議で議決を経まして地域防災計画を改定

しております。１２月には新治地区の住民に対しまして案内チラシの各戸配布を行なう

とともに１２月いっぱいを持ちまして正式に指定避難所から除外したいと考えておりま

す。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かあるか。 

○久松委員 浸水区域内にあるとか，耐震性に問題があるとか。これは初めからわかっ

ていたんじゃないの。 

○真家総務課長 おっしゃるとおりでございまして，ハザードマップ，今年度のハザー

ドマップを各戸に配布してございますが，そこでも改めまして，最近想定外の雨量を観

測しておりまして，元々委員さんがおっしゃるとおり避難所といたしましては，洪水に

関してはふさわしくなかったというのもございますし，耐震性につきましても校舎側は

耐震性があるんですけれども，体育館が十分ではないということで。改めまして今回除

外をした方がよいのではないのかなと思いまして。 

○久松委員 旧藤沢小学校，新治学園が代替施設。まだ，浸水区域内にあるところはあ

るんじゃないの。例えばどこ。 

○真家総務課長 例えば旧市内で言えば，土浦小学校，宍塚小学校。あと二小は微妙な

位置にはあるのですが，一応浸水想定区域外にはなっているんですけれども。あと土浦

一中ですね。そんなところですね。 

○吉田（博）委員 昔洪水で土小なんかやられたんだもんね。 

○久松委員 やられた。 

○吉田（博）委員 死者も出たんだよね。 
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○久松委員 昭和１３年，１６年ころね。私たちはまだ生まれていないけれどね。この

辺の周知とか対策はどうするの。これ。 

○望月総務部長 こちらの洪水ハザードマップ。昨年の３月に改定いたしまして，各戸

配布でございますが，まだまだ手にしたことのない市民もいるということで，これを手

に取ってもらえるように周知を続けたいと思っているんですが，特に市街地ですね。土

小とか一中とか。そういうところは浸水の想定がありますので，水害の際の避難所とし

ては，機能しませんよということで，出来るだけ区域外の高台の方ですね，都和南小学

校とか真鍋小学校。あるいは，南側では下高津小学校とか，第四中学校と。そちらに若

干遠いですけれど早めに避難していただくということを徹底していくしかないという風

に思っております。もちろん避難が遅れてしまいまして，逃げなければという時には垂

直避難ということで，高い建物の上の方に行っていただくという方法もございますけれ

ども，あくまでも区域外にいち早く出ていただくということで，これは言い続けていく

しかないかなという風に思っております。 

○海老原委員 今の説明の中で，例えば今回の１９号の中で一高も避難所になっている

んだよね。条件があるんだけども，条件を知らない人は一高に行っちゃう。一高は門が

閉まっている。もう少し丁寧な説明をしてあげてください。実際そうなんだよね。条件

があるのはわかっているんだけれど。一般市民は一覧表を見て一高も避難所になってい

るんで，一高行ったら門が閉まっていたと。条件のことをもう少し丁寧に説明してあげ

てください。 

○望月総務部長 今回１９号台風ではかなり避難情報を出す形となりまして，避難所の

開設も段階的な形で行った関係でこちらのハザードマップに示している避難所を全部を

一斉に開けたという状況になかったものですから，今委員の方からお話があったとお

り，一高の方に行ってしまった方がいるということで。ここの避難所が開きますよとい

うことは，いろんな情報伝達手段でやっているつもりなんですが，まだまだ徹底されて

いなくて課題があったなという風に反省しておりますので，十分，今後市民の方にお知

らせする時にきちんと，一斉に全部開くのではないという方をお話していきたいと思い

ます。 

○今野副委員長 今回の１９号の時に，私は小松に住んでいるんですけれども，第二小

駄目だったんですよね。避難所ではなかったんですよね。それで高い所に移動するとい

うことで，ご年配の方たちがかなり大変な思いをしたとか，たどり着けなかったとか。

それは垂直避難しかないとかということしかないのでしょうけれども。そういう足の悪

い方という人とか，高齢者に対する違う対応策を考えていただければということと。今

回結構いっぱいになっちゃったんですよね。避難所が。小松に限って言えば二小が出来

なかったので溢れてしまったと。今後避難所をもう少し範囲を広げて開設する予定とか

はあるのでしょうか。 

○望月総務部長 避難所の開設については，やはり被害の想定というか。今回は大きな

台風で直撃だったかと思いますけれど，そういう状況にも応じるような形で判断してい

くことになるかと思います。今回保健センターとか一部真鍋小学校とか，いっぱいにな
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っちゃったところも確かにありますので，そこは本部の方と避難所に詰めている職員と

の方との連絡体制も密にしながら，もういっぱいだよという時には，隣の避難所を案内

するとか，早めに周辺を開けて行くとかそういう体制は必要だと思いますので，今回は

そこら辺は課題だなと思いますので，また来年以降も台風は来るかと思いますので，そ

こは対応していきたいと思っております。 

○今野副委員長 個別案件になってしまうんですけれども，今回陳情を受けた一つで鷹

匠に住んでいる方なんですけれども，土小とか指定から外れてしまったということで，

真鍋小まで行かないといけなかった。それが非常に遠いと。亀城プラザとかそういうと

ころは避難所として開設はしていただけないのでしょうかというお話をいただいたので

すけれど。この辺がちょっと個別案件になってしまいますけれど。 

○真家総務課長 亀城プラザは代替施設にはなっているのですが，やはり浸水想定区域

にあるものですから，やはり今回のような水害対応ということでは，避難所としては開

設はちょっと難しい。 

○今野副委員長 垂直避難でもだめ。 

○真家総務課長 氾濫してしまいますと，孤立状態になってしまうとなると。いざとい

う時は仕方がないですけれど。時間がある場合はできるだけ浸水想定区域外の高台に逃

げていただくと。 

○今野副委員長 わかりました。 

○吉田（博）委員 震災の時には，みんな一中に集まって，一中が入りきらなくて別れ

たんだよな。雨降ると一中はアウトだろ。この辺が市民わかんねえんだよな。そういう

のがみんな認識ないんだよな。正直。役所はそういう場を作っても。もうちょっとそう

いうところはっきりわかるようにしてあげないと。地震の時自分はどこに避難する。水

害の時に自分はどこに避難するというのを認識してもらはないとだめだよな。難しいと

ころだよな。 

○真家総務課長 今吉田（博）委員からご指摘いただいたことは確かにそうだと思いま

す。そういうこともありますので，当然ハザードマップでは指定避難所一覧の中に洪水

対応なのか，地震対応なのか，土砂対応とかは載せてございますが，いざという時は，

周知の段階で，例えば今回のように水害対応でない場合は，例えば改めて，土小である

とか一中であるとかは，今回の対象外ですとか。そういった部分も付け加えて周知でき

ればきっとそういう部分は無くなってくるのかなあと思います。 

○今野副委員長 防災マップって。二小だったら二小はここですよって表として，これ

は水害ですよ。震災ですよって。それがわかりづらいんですよ。確か。例えば色付けし

ていて，水害は赤，震災は青とか。見た目でやってもらった方がわかりやすいかなあと

思います。 

○望月総務部長 マップの中では赤い所が浸水区域。河川の流域なものですから。ここ

にある建物はすべて水害の時にはだめだということなんですが。おっしゃっていること

はよくわかりますので，工夫したいなと思います。 

○吉田（千）委員 ハザードマップ。マイタイムラインということで。全戸配布してい
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るとこうことですが，なかなか見てもらえない現状があると思うのですが，それで，出

来れば一中ですとか，浸水が被るということですので，細かくテーブルにしてもらって

やはり説明する機会というか，一緒に学ぶ機会を設けないと。なかなかこれ難しいのか

なと思いますので，地区ごとに何かそういった形で防災をやる時にぜひ防災マップ。そ

れからマイタイムライン。しっかりその辺を打ち出していただけるとありがたいかなと

思うんですがいかがでしょうか。 

○望月総務部長 吉田（千）委員おっしゃるとおりだと思っております。せっかくこれ

を作っても手にしてきちんと理解していただかないと何もなりませんので，そういう意

味で地区ごとにそういう防災組織もあったり，また学校の中でも防災の教育とかもござ

いますので，そういった機会にですね，ぜひともこういったものを説明していく我々の

方もぜひ積極的に働きかけをしていくということが大事だと思いますので，そのように

務めてまいりたいと思っております。 

○篠塚委員 ３．１１の時に津波である学校が，損害賠償が最高裁で決定したというこ

となので，どうしても責任というのは，災害時における責任というのが明確になってき

たので，こういうものを作っておかないとたぶん，その時の責任を誰が取るんだという

ことになってくると思うので，その辺も良く検討されて作っていると思うんですが，そ

れも踏まえたことを合わせて，水害時にエリアの中に入っていて被害があった場合に

は，責任はどこにあるんだということになるでしょうし，水害の時に赤いエリアにはぜ

ったい入らないとか。そういう部分も徹底しなくてはいけないので，責任の問題等わか

りやすくするのは難しいとは思うのですが，そこも含めてよろしくご検討ください。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

次に，専決処分の承認について（令和元年度土浦市一般会計第５回補正予算）の説明願

います。 

○真家総務課長 第５回補正予算の専決処分の承認についてご説明いたします。委員会

資料の２７ページをお願いします。まず１番の専決処分の理由及び２番の修繕物の概要

についてでございますが，１０月に上陸しました台風１５号の強風によりまして木田余

のワークヒルの敷地内に設置しております非核平和都市の三角柱１基が倒壊しましたこ

とから早急に設置しなおしたものでございます。３番としまして補正予算額は歳出とし

て修繕料が４万２，０００円となってございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かあるか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

次に，専決処分の承認について（令和元年度土浦市一般会計第６回補正予算）の説明願

います。 

○真家総務課長 第６回補正予算の専決処分の承認についてご説明いたします。委員会

資料の２８ページをお願いします。まず１番の専決処分の理由といたしましては，先般
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の台風１９号において開設しました避難所において避難者へ提供した非常食等を早急に

補充整備する必要性が生じたためでございます。２番の対象となる災害対応の概要でご

ざいます。（１）避難所としましては２６施設開設しまして避難者は最大で１，８１３

人でございました。また，（２）につきましては，台風１９号によりまして甚大な被害

を受けました水戸市に対しまして提供いたしました救援物資でございます。３番非常食

等の補充整備内容でございます。（１）非常食等の購入でありまして避難所で使用した

飲料水，食料の他，水戸市へ提供した救援物資の補充分でございます。（２）のクリー

ニングについては避難所で使用した毛布１，３５０枚分のクリーニング代でございま

す。４番の補正予算額については，歳出をまずご覧いただきたいのですが，消耗品費と

して１９６万３，０００円，役務費が７４万３，０００円で計２７０万６，０００円で

ございまして，歳入は，災害復旧交付金として１１７万５，０００円でございます。説

明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かあるか。 

○海老原委員 当日はそっちこっち毛布とか飲料水とかビスケット。市民も喜んでいる

んだけれど，これ普段はどこに保管してあるの。 

○真家総務課長 それぞれの避難所にございます防災倉庫の中に備蓄してございます。 

○海老原委員 例えば，二中地区公民館とか。そっちこっち追加で持ってきてもらった

んだよね。真鍋小も含めて。そういうのは備蓄はどうしているの。 

○真家総務課長 あくまでも備蓄につきましては，指定避難所となっている小中学校の

防災倉庫にあるものですから，そちらの方から公民館の方に持って行ったというような

状況でございます。ですので，本来であればどこかに集中管理しておいて，そこから持

って行ければよかったんですけれども，今回は各小中学校の余裕があるところから移動

して持って行ったということです。今回のことを踏まえまして，集中管理をした方がい

いのかなと考えてはございます。 

○久松委員 ２６施設の中で指定避難所以外というと，何施設ございます。 

○真家総務課長 １１施設が指定避難所以外です。 

○久松委員 指定避難所以外の施設を開設したというのは，正解だったと思うんだけれ

ども，今後の問題としてね，備蓄をどうするかという問題も検討していかないと。指定

避難所の防災倉庫から運べばいいやという風なことでいいのかどうかという問題も検証

して見る必要があるんじゃないかと思うんですよね。どうでしょう。 

○真家総務課長 今久松委員さんからお話があったようにですね，確かに各指定避難所

から備蓄品を移動してくるというのは，非常に今回も手間がかかったというか，迅速に

運び込めなかったという部分もございますので，今考えてございますのが，この庁舎の

地下にスペースがございますので，そちらの方に集中管理して置いておくか。今回書庫

を宍塚小学校の方に書庫を移転しますので，国分書庫の方が余裕ができますので。いろ

んな各課でそこを倉庫で使う関係がございますので，今の段階ではっきり申し上げられ

ませんけれども，空いたスペースを活用して，食料とか飲料水等を集中管理出来ればと

考えております。 
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○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 その他総務部から何かありますか。 

○今野人事課長 さきほどご質問いただきました，１５ページの表に関係する部分で職

員人件費補正のところで共済費の標準報酬の等級とあるが等級とはなんだろうという質

問をいただきました。これについてお答えさせていただきたいと思います。まず，共済

の方に年金等の掛け金を収める訳ですが，それの基づくものとして標準報酬額というも

のがございます。この標準報酬額というのは給与の月額によって等級が決められており

ます。その等級によりまして，共済の方に収める金額が変わってくるということで，給

与の月額に比例した標準報酬額というものがあって，その等級があると。その等級によ

って共済の方に掛け金を収めるということになります。等級につきましては以上でござ

います。よろしくお願いします。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 委員から何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 総務部の皆さんは退席して結構です。 

（総務部退席） 

（市民生活部入室） 

○島岡委員長 これより市民生活部の案件について協議を行います。市民生活部資料に

基づき，土浦市自転車駐車場条例の一部改正（案）について説明願います。 

○坂本生活安全課長 土浦市自転車駐車場条例の一部改正（案）についてでございま

す。こちらは，神立駅西口地区土地区画整理事業に伴い，現在建て替え工事中の神立駅

西口自転車駐車場を，令和２年２月１日より供用開始するにあたり，定期駐車料金の一

部を変更する必要があるため改正をするものです。新設の自転車駐車場の自転車ラック

が平面式から上下二段式に変更となるため，自転車定期駐車料金に上段の料金一般料金

の２,１４０円と学生料金の１,６００円を追加するものです。これらの料金は，市内の

他の市営自転車駐車場と統一された料金となっております。条例の施行は，令和２年２

月１日からとなっております。説明は，以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，土浦市印鑑条例の一部改正（案）について説明願います。 

○佐野市民課長  土浦市印鑑条例の一部改正（案）につきまして，ご説明をさせてい

ただきます。土浦市印鑑条例につきましては，印鑑の登録及び証明について必要な事項

を定めているものですが，「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るた



37 

 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い，国が示している印鑑登録証明事務取

扱要領が改正され，「法定代理人が同行しており，かつ成年被後見人本人による申請が

あるとき。」との条件付きではありますが，成年被後見人が印鑑登録をできるようにな

ったため，土浦市印鑑条例の一部を改正するものです。改正の内容ですが，土浦市印鑑

条例の登録資格のうち，印鑑の登録を受けることができない方を定めております第２条

第２項第２号について「成年被後見人」を「意思能力を有しない者（前号に掲げる者を

除く。）」に改めるものでございます。なお，前号に掲げる者とは，「１５歳未満の者」

のことです。施行日につきましては，公布の日からとするものでございます。説明につ

きましては，以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○久松委員 条件付きということは弁護士とかが付いているということ。同行するとい

うこと。 

○佐野市民課長 後見人の方が同行しているということが条件になってございます。 

○海老原委員 被後見人が書けない。字を書けない場合は。 

○佐野市民課長 本人の意思により記入をさせていただくということになりますので，

そのような方は印鑑登録はできないような形になります。本人の意思ということで。 

○海老原委員 内容はわかっているけれど書けないという場合。 

○佐野市民課長 本人の意思が確認できる方の。 

○海老原委員 言葉はわかっても書けないという。そういう場合は。 

○佐野市民課長 本人が書けない場合は，本人の申請が無いということになってしまい

ますので，はい。 

○海老原委員 口頭ではだめだということ。 

○佐野市民課長 はい。 

○海老原委員 はい。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，令和元年度土浦市一般会計補正（第７回）予算（案）について説明願います。 

○佐野市民課長 令和元年度土浦市一般会計補正(第７回)予算（案）につきまして，ご

説明させていただきます。委員会資料の４ページをお願いいたします。事業名は「マイ

ナンバーカード交付円滑化事業」でございます。マイナンバー制度につきましては，国

において，「マイナンバーカードの普及及びマイナンバーカードの利活用の促進に関す

る方針」が決定されたことに伴い，マイナンバーカードを活用した消費活性化策や健康

保険証をはじめとする，マイナンバーカードの利活用拡大により，マイナンバーカード

交付が大幅に増加すると予想されております。このことに対応するため，国は体制の整

備等に伴う対象経費の拡大や必要な財政支援を行うことになりました。つきましては，

マイナンバーカードの申請受付及び交付を円滑に進めるため，交付等に必要な窓口数や

マイナンバー制度で定められている職員配置及び必要となる統合末端台数等の整備を図
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るため，その費用について，増額補正をお願いするものでございます。初めに歳入につ

きまして，ご説明をさせていただきます。１６款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費

国庫補助金 1節総務費補助金でございます。「個人番号カード交付事務費補助金」につ

きましては，マイナンバーカード交付事務に係る人件費等を補助の対象としております

が，先ほどもご説明申し上げましたように，このたび，国から追加で補助金が交付され

る見込みとなりましたことから，５０７万５，０００円の増額補正をお願いするもので

ございます。続きまして，歳出でございます。次のページ５ページをお願いいたしま

す。歳出につきましては，人件費，パソコンやプリンターのリース経費，通信費等，合

計で５６３万８，０００円となっております。なお，補助率は１０分の１０となってお

りますが，申請者用のいすやホワイトボード等の事務スペースの追加備品等の購入につ

きましては，国の補助対象外となりますことから，歳出の５６３万８，０００円から歳

入の５０７万５，０００円を引いた，５６万３，０００円につきましては，一般財源か

らの歳出をお願いするものでございます。説明につきましては以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○柴原委員 マイナンバーも前には写真を載せなくても良かったんだよな。最初はよ。

今は写真を載せるのか。 

○佐野市民課長 マイナンバーカードも今は写真を。身分証明にも使えるようになって

おります。 

○柴原委員 前は無かったんだよな。最初は。 

○佐野市民課長 住基カードも顔写真がありましたので，多分市民カードのことかなと

思うのですが。市民カードにつきましては顔写真がございませんでした。 

○篠塚委員 普及率は土浦市は何パーセントですか。 

○佐野市民課長 １０月３１日現在になります。申請受付数が２万６，８８５人で，人

口に占める割合といたしましては１８．８％。交付件数につきましては２万３，２９４

人で１６．３％となっておりまして，県内４４市町村中，いずれも６番目となってござ

います。 

○篠塚委員 合計した数字が発行した数字ですか。これ。 

○佐野市民課長 発行した件数が交付件数ということで２万３，２９４ということで１

６．３％となっております。 

○篠塚委員 申請が１８．８。申請したけれど交付出来なかったということですかね。 

○佐野市民課長 マイナンバーカードの方は交付申請の受付につきましては，市民課の

方で受付，またはウェブ申請等の申請もございまして，ジェイリス。国の機関なんです

けれども，そちらが約 1ヵ月掛かりまして，マイナンバーカードというものを作りまし

て，それがまた送られてきて，それを市が交付するという形になっておりますので，申

請と交付というのはイコールではなくて。まだ発行されていない方がこの差の人数とい

うことになっております。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 
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○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，令和元年度土浦市一般会計補正（第７回）予算（案）について（一般廃棄物有

料化事業）を説明願います。 

○五来環境衛生課長 令和元年度一般会計補正，第７回予算案について，一般廃棄物有

料化事業についてご説明させていただきます。委員会資料の６ページをお開きくださ

い。１番，「補正理由」でございますが，指定ごみ袋の販売枚数が当初見込みよりも増

加いたしましたことから，袋の販売代金，こちらは市から販売店に販売する金額でござ

いますが，家庭ごみ処理手数料について歳入の増額補正をいたします。併せまして，歳

入の家庭ごみ処理手数料の９％に消費税を加えて各販売店に支払っております販売手数

料が不足する見込みでございますので歳出の増額補正をいたします。２番，「補正予算

額」です。まず，歳入につきましては，家庭ごみ処理手数料を当初予算額１億６,６１

２万５，０００円に対しまして，１億１,２２７万円増額いたします。歳出につきまし

ては，指定ごみ袋販売手数料を当初予算額１,６２９万７，０００円に対しまして，１,

１０１万４，０００円増額いたします。３番，「補正予算の内容」でございます。表を

ご覧ください。「当初の年間販売見込み」に対しまして，４月から９月の半年の販売実

績を見ますと，特に可燃の４５リットルと３０リットルが多く，半年でほぼ年間見込み

枚数に達しています。当初の年間販売見込みの算出につきましては，ごみ排出量の予測

を重量で出しまして，環境省が示している可燃ごみの比重を用いて，容量に換算いたし

ました。ごみ排出量，重量につきましては，前年と比較し燃やせるごみが１８％減，燃

やせないごみが２９％減と，ほぼ予測通りで推移しておりますが，袋の販売店への販売

枚数は予想より多くなっているものです。現時点では，その理由や今後もこの枚数で推

移するのか一時的なものなのか，予測がつかない状況です。考えられる要因としては４

つほどございます。①本市独自の分別や社会状況の変化により，環境省の示した標準的

なごみの比重と本市のごみの比重が異なる。②この期間に販売店及び各家庭でごみ袋の

在庫を持った，ストックをした。③季節的な要因，４月から９月は草葉の排出が多かっ

た。④割高な４５リットルの袋を使っている，袋に余裕のある状態で捨てている。これ

らが複合的に起きているものと思われますが，１年間の袋の販売枚数や各ご家庭の負担

額などにつきましては，少なくとも今年度末にならないと掌握できない状況です。今回

の補正予算の要求に当たりましては，不確定ではございますが，下半期も上半期と同数

のごみ袋の販売収入があると言う前提で積算をいたしました。説明は以上でございま

す。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

○吉田（博）委員 ごみの出す量は減っているんだよな。減っているんだけれど袋は増

えているんだよな。これはどういう風に見たらいいの。 

○五来環境衛生課長 ごみの量。今まで重さで目標とかそういったものもすべてやって

おりまして，ごみの量は想定通りの減量効果が表れておりますけれども，量というのは

不確かな部分がございました。考えられる理由といたしましては，換算の式ですね。環

境省が示している比重というのが今の社会環境の変化とか，ごみ質の変化の差異が出て
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きている可能性はございます。それからごみ袋が多く売れた販売店の在庫も違うし，そ

れが想定以上に多く。それから各家庭での在庫を持ちます。その辺の量はちょっと読み

切れない部分がありますので。これはあくまでもご家庭が使った袋の枚数ではなくて，

お店に売った枚数ですので，お店の在庫の枚数も含まれておりますし，家庭にどれだけ

売れたかというのはちょっと把握が出来ておりません。年間の有料化による家庭の負担

ですとか，使用枚数というのは，もう少し様子を見ないとその辺の状況というのは。あ

くまでも在庫であるとか，家庭のストックが発生する部分もありますので，予測が難し

い部分がございます。 

○吉田（博）委員 ストックな。 

○久松委員 この袋の流通は，市が販売店に販売する訳でしょ。これは販売店から市の

方に注文がある訳かな。注文があったものを市が配達するんですか。どういうルートで

すか。 

○五来環境衛生課長 袋の流通につきましては，袋の流通それから在庫ストック。すい

ません。受注，販売，料金の収納までを外部委託，業者委託をしてございます。そちら

の専門業者の方で，電話，インターネット，ファックスで注文を受けまして，週に 1度

配達をして，料金の徴収もしているものでございます。 

○久松委員 委託料はどのくらいなの。 

○五来環境衛生課長 委託料，年間１，５００万。 

○久松委員 １，５００万。ばかにならないな。はい。わかりました。 

○島岡委員長 その他，何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，令和元年度土浦市一般会計補正（第７回）予算（案）について（新治広域債務

負担行為）は，新治広域事務組合からの脱退についてと関連することから，一括して説

明願います。 

○五来環境衛生課長 （５）と（６）は関連いたしますので，一括してご説明いたしま

す。順番が前後してしまいまして申し訳ありませんが，最初に資料８ページをご覧くだ

さい。本委員会からは，柴原委員，海老原委員が組合議員を務めておられます新治地方

広域事務組合からの脱退についてでございます。９月議会の事前委員会及び全員協議会

におきまして，組合脱退についてのスケジュール等をご報告いたしましたが，今議会に

脱退についての議案を提出させていただきましたので，内容についてご説明させていた

だきます。１番「脱退の理由」ですが，平成２１年に３市で締結しました組合事務事業

に関する協定が今年度末で満了します。また，それを見据えて実施しました清掃センタ

ー基幹的施設更新工事が昨年度で完了し，新治地区を含む全市の一般廃棄物の処理を清

掃センターで行うことが可能となりましたことから，令和２年３月３１日をもって脱退

するものです。２番「組合の解散及び解体費用等の負担」でございます。本市が脱退し

た後，令和２年度のみ，組合は，かすみがうら市，石岡市の２市で運営し，小美玉市に

建設中の霞台厚生施設組合の新ごみ処理施設に移行する令和３年３月３１日で解散する
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予定でございます。組合の設立団体であり，これまで構成市であった本市は，組合脱退

にあたり，令和３年４月以降に実施いたします施設解体に係る債務の負担等，責任を負

う事項について２市と協定を締結します。協定の主な内容についてご説明いたしますの

で資料１０ページをお開き願います。３市で調整を行いました「土浦市の脱退に伴う新

治地方広域事務組合事務事業に関する協定書（案）」でございます。１１ページをご覧

ください。まず，財産処分でございます。第１，組合の財産は，土浦市の脱退にかかわ

らず，組合に帰属します。また，解散の際にはかすみがうら市が承継いたします。第

２，かすみがうら市は，売却可能な財産については売却し，解体費用に充当します。車

両や機械類，備品等でございます。第３，用地につきましては，かすみがうら市に帰属

しますが，帰属後は速やかに売却し，収入を解体費用に充当します。なお，売却までの

管理費用については３市で負担します。ただし，売却が困難な場合は改めて３市で協議

を行います。公売等による売却を想定しておりますが，国定公園の特別区域に指定され

ており，利用に制限があること，ごみ焼却施設の跡地であること，さらには特定廃棄物

の処分の目途が立っていないことなどから，売却は容易ではないと想定されます。中ほ

どになりますが，第６，新治広域は焼却灰等の最終処分を外部処理しておりますので，

その排出者責任，第７は組合が保管している福島第一原発の事故の影響により発生した

特定廃棄物について，第８は各ごみ処理施設が納付を義務付けられております汚染負荷

量賦課金について，それぞれ脱退，解散後も応分の責任を負うことを明記しておりま

す。第９は解体に係る債務負担。令和３年４月１日以降に実施する施設解体に係る債務

について，本市も負担をすること，負担割合については，組合条例で定める建設債の割

合，施設建設時の割合とすることを記載しました。この協定を議案の議決日以降に締結

いたします。８ページにお戻りください。３番「施設解体工事に係る債務の負担につい

て」です。解体工事の対象は，老人福祉センター，環境クリーンセンター，そして敷地

から離れた井戸から水を引いているため，その送水管です。解体工事の総額は，１６億

１,１７０万円。そのうち，土浦市の負担額は２億８,４０８万６，０００円です。各市

の負担割合につきましては，民生は老人福祉センター，衛生は環境クリーンセンター及

びその他の施設で，それぞれの建設時の割合で算出しました。４番「議案について」で

ございます。「新治地方広域事務組合からの脱退について」の議案と，解体費用等の債

務負担補正の議案を第４回定例会に提案いたしました。続きまして，７ページをお開き

願います。一般会計補正予算第７回，解体費用等の債務負担補正の内容でございます。

２番「補正予算額」は先ほど申しましたように，総額１６億のうち，本市の負担分２億

８,４０８万６，０００円です。３番「内容」でございますが，解体工事には環境クリ

ーンセンター，老人福祉センターのほか，原発事故の影響で発生した特定廃棄物を保管

する簡易な施設の設置費等を含みます。また（２）ですが，解体工事は財産を承継する

かすみがうら市が実施主体となり除却債を活用しますが，除却債の期限は令和３年度ま

ででありますことから，可能な限り工事を３年度に実施します。そのため，実施設計等

を令和２年度中に前倒しして行います。４番「年度別の債務負担行為額の内訳」でござ

います。令和２年度は実施設計，測量。令和３年度は３年度実施工事の除却債対象外の
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経費。令和４年度に残りの工事を行いますが，最も費用のかかる焼却炉の処分が４年度

にしか実施できないため，費用が大きくなっております。除却債の償還は償還期間１０

年，２年据え置きで予定しておりますので，４・５年度は利息分のみで，令和６年度か

ら１３年度までの償還額に対する負担金を支出するものです。説明は以上でございま

す。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，報告事項について専決処分の承認について「令和元年度土浦市一般会計補正予

算第５回」を説明願います。 

○飯泉市民活動課長 専決処分の承認について，令和元年度土浦市一般会計補正予算第

５回について説明をさせていただきます。事業名につきましては，庁舎等施設災害復旧

事業（台風１５号関係）でございます。１番の専決理由でございますが，台風１５号の

暴風雨によりまして，市民活動課において所管しております神立地区コミュニティセン

ター東側のフェンスが破損をいたしました。早急に対応する必要が生じましたことか

ら，その経費につきまして，増額補正の専決処分をさせていただいたものでございま

す。修繕の内容につきましては，屋外フェンスの支柱及びフェンス基礎の修繕となって

ございます。説明につきましては，以上となります。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，土浦市多文化共生推進プラン後期計画（案）パブリック・コメントの実施につ

いて説明願います。 

○飯泉市民活動課長 土浦市多文化共生推進プラン後期計画（案）パブリック・コメン

トの実施につきまして，説明をさせていただきます。１番の計画策定の趣旨でございま

す。本市におきましては，外国人市民と日本人市民が互いに尊重し，ともに支え合いな

がら暮らしていけるまちづくりの指針といたしまして，多文化共生推進プランを策定

し，各種施策を展開しているところでございます。そのような中，本年度につきまして

は，計画期間の中間年となりますことから，計画の見直し作業を行い，後期計画を策定

するものでございます。現在，市議会・関係機関の代表者など１５名による検討委員会

を設置しており，総務市民委員会からは，吉田千鶴子委員にご参加をいただき，ご意見

をいただきながら，協議を行っているところです。この後期計画につきましては，本年

度末の策定に向けて作業を進める中，３番のパブリック・コメントにつきまして，１２

月１８日から来年１月１０日までを実施期間として予定してございます。後期計画の計

画案につきましては，先週１１月２７日に開催いたしました検討委員会において頂戴し

ましたご意見等を踏まえながら，パブリック・コメントに提出する計画案をただ今，ま

とめているところですので，資料がまとまり次第，委員の皆様にはお配りのうえ，パブ

リック・コメントを実施したいと考えております。説明につきましては，以上となりま
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す。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，「みんなで協働のまちづくりシンポジウム」の開催について説明願います。 

○飯泉市民活動課長 それでは，「みんなで協働のまちづくりシンポジウム」の開催に

つきまして，説明をさせていただきます。「みんなで協働のまちづくりシンポジウム」

につきましては，市民の皆様との「協働によるまちづくり」の意識を高め市民活動の活

性化を図ることを目的として開催をするものでございます。本年度につきましては，２

番にございますとおり，来年１月２５日土曜日の午後ウララ５階にあります，県南生涯

学習センターにおきまして，「支え合い，高め合う，市民とともにつくるまちづくり」

をテーマに開催を予定してございます。４番の内容といたしましては，元・常磐大学の

教授であります池田幸也氏から基調講演をいただいた後事例発表を３つの団体①つちう

らが好き！実行委員会②つくば国際大学高校③都和地区市民委員会の３つの団体から事

例発表をしていただき，基調講演の講演者とともにパネルトークといたしまして，意見

交換等を行うものでございます。正式なご案内の文書につきましては１２月中旬頃，総

務市民委員会の皆様にお送りをするよう準備を進めておりますので，お時間がございま

したら，ぜひ，足をお運びくださいますようお願いいたします。説明につきましては，

以上となります。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，専決処分の承認について「令和元年度土浦市一般会計補正予算第６回」を説明

願います。 

○坂本生活安全課長 専決処分の承認について「令和元年度土浦市一般会計補正予算第

６回」につきまして，ご説明させていただきます。１０月に発生いたしました台風１９

号の暴風雨により，市内のカーブミラーで支柱ごと倒れてしまった箇所が５箇所，ミラ

ー鏡面の落下が１箇所，鏡面の角度がズレてしまった箇所が２箇所の計８カ所で被害が

発生いたしました。これらを，災害復旧として，早急に対応する必要が生じましたこと

から，その経費につきまして，１０月１３日付け増額補正の専決処分をしたため，承認

をお願いするものでございます。補正額といたしましては，災害復旧費の需用費として

９万２，０００円を計上いたしました。なお，修繕は全て終了しております。説明は，

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，「土浦市消費者教育推進計画（案）」の策定に係るパブリック・コメントの実施

について説明願います。 
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○坂本生活安全課長 「土浦市消費者教育推進計画（案）」の策定に係るパブリック・

コメントの実施についてでございます。消費者被害の防止と消費者教育の総合的，一体

的推進を図るため，土浦市消費者教育推進地域協議会を本年１０月と１１月に開催して

おります。現在土浦市消費者教育推進計画（案）を作成しております。今回策定に係る

パブリック・コメントを，令和元年１２月１１日から令和２年１月６日まで実施する予

定でおりますのでご報告させていただきます。なお，委員の皆様にはパブリック・コメ

ントにかけます計画（案）ができましたらご報告させていただきます。説明は，以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，専決処分の承認について「令和元年度土浦市一般会計補正予算第６回」を説明

願います。 

○佐野市民課長 専決処分の承認について令和元年度土浦市一般会計補正予算第６回に

つきまして，ご説明させていただきます。１０月に発生いたしました台風１９号の暴風

雨により，南支所の南側壁面２階部分の亀裂から雨が侵入したため，事務所の天井から

の雨漏りにより，事務所内のプリンター１台が故障いたしました。これにより，災害復

旧として，雨漏り修繕及びプリンターの購入につきまして，早急に対応する必要が生じ

ましたことから，その経費につきまして，１０月１３日付け増額補正の専決処分をした

ため，承認をお願いするものでございます。補正額といたしましては，災害復旧費の需

用費として修繕料５９万４，０００円，備品購入費といたしまして２０万円，合計で７

９万４，０００円となっております。説明につきましては，以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，第二期土浦市地球温暖化防止行動計画（案）パブリック・コメントの実施につ

いて説明願います。 

○佐賀環境保全課長 「第二期土浦市地球温暖化防止行動計画（案）」パブリック・コ

メントの実施についてでございます。当計画につきましては，Ｈ２１年度に策定しまし

た第一期計画が本年度に１０年の計画期間を満了いたします。地球温暖化の問題につき

ましては，継続して計画的に推進する必要がありますことから２番にもございますとお

り令和２年度から令和１２年度を計画期間とする第二期計画を策定するものでございま

す。なお，計画（案）につきましては，現在修正中のため，まとまり次第，委員の皆様

に配布させていただき，市民の皆様のご意見を募集するため４にございます通り，１２

月１１日(水)から１月１３日(月)までの期間にパブリック・コメントを市施設やホーム

ページ等で実施するものでございます。よろしくお願いします。説明につきましては以

上です。 
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○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，専決処分の承認について「令和元年度土浦市一般会計補正予算第６回」を説明

願います。 

○五来環境衛生課長 令和元年度一般会計補正予算第６回の専決処分の承認についてご

説明いたします。委員会資料の２０ページをお開き願います。１０月に発生いたしまし

た台風１９号の被害により，大量の災害廃棄物が発生した県内自治体に対し，県より仮

置き場の運営等に要する人的支援の依頼があり，被災自治体の状況を鑑み，１０月１８

日から３１日まで常陸太田市に１１月１日のみ常陸大宮市に各日２名の職員を派遣いた

しました。移動は公用車を使用いたしましたが，１日２,０００円から２,２００円の日

当が発生しましたことから旅費につきまして，５万８，０００円の増額補正の専決処分

をさせていただいたものでございます。なお，今回の台風により発生した災害廃棄物関

係の支援といたしまして，新聞でも報道されましたが，この他に県からの要請により，

常陸大宮市の可燃ごみを土浦市清掃センターで受入れております。１日２０トン以内，

通常の処理手数料をいただき，焼却灰については持ち帰っていただく条件ではございま

す。当初は１１月５日からの受入れを予定しておりましたが，運搬車両いわゆるパッカ

ー車の手配がつかず，１９日から２９日まで合計７７トンの受入れを行いました。最終

的には直営でごみの収集を行っている東京２３区から，パッカー車と人員の支援を受け

て行ったものです。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 次に，湖北環境衛生組合からの脱退について説明願います。 

○五来環境衛生課長 島岡委員長，今野副委員長が組合議員を務めておられます湖北環

境衛生組合からの脱退についてでございます。委員会資料の２１ページをお開き願いま

す。し尿及び浄化槽汚泥の共同処理を行っている一部事務組合，湖北環境衛生組合につ

きましては，１番の３つ目の黒丸，「組合に関する経緯」にございますように，昭和４

３年に組合設立，平成１３年に新治村が加入しました。し尿の搬入自体は昭和６０年か

ら処理委託という形で行っておりましたが，現在の処理施設，石岡クリーンセンターを

建設するに当たり，組合に加入し建設費について応分の負担を行ったものです。現在，

組合は石岡市，かすみがうら市，小美玉市，本市の４市で運営しております。また，石

岡クリーンセンター建設に係る起債の償還は今年度で終了いたします。起債償還完了ま

では，４市での組合運営を継続するという申し合わせがあったと伺っております。２

番，「し尿等処理の今後の見通し」でございますが，現在建設中の汚泥再生処理センタ

ーが令和２年度末に竣工予定で，新施設稼働後は新治地区を含む全市のし尿等処理が可

能となります。３番，「組合脱退に係る手続き」でございます。構成団体の減少，本市

が脱退するためには，４市の市議会での議決後，構成市間の協議，県への許可申請とな
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ります。構成市間の事前の協議，各市議会の理解を得るために一定期間が必要でござい

ますことから，１０月に行われた組合正副管理者会議におきまして，令和２年度をもち

まして土浦市が脱退することについての協議を進めることを３市に申し入れをいたしま

した。今後，事務レベルでの調整を行いながら手続きを進めてまいりますが，総務市民

委員会の皆様には，随時ご報告させていただきますのでご理解のほどよろしくお願いし

ます。なお，こちらの内容につきましては，１２月議会初日の全員協議会におきまして

もご報告をさせていただきます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 この件について何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 この程度とする。 

 その他市民生活部から何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 委員から何かありますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 以上で総務市民委員会を閉会いたします。 


